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　１月 12 日（日）に、町民会館にて「令和７年　養老町はたちの集い」が開催され、20 歳という人生におけるひとつの節目を迎
えた人たちの新たな門出を祝いました。今年も “養老町はたちの集い実行委員会” が、会場準備や受付、司会進行などを務めました。
代表者宣誓では、桐山賢祐さんと安田光汰さんが、これまで支えてくれた人たちへの感謝を述べるとともに、スペイン語で「さあ
行こう！」という意味がある「Vamos」を合言葉に、自分たちの未来を力強く切り拓いていく決意を表明しました。
　また、式典後には「恩師と語る会」が開催され、中学校３年生の時の同級生やお世話になった恩師と顔を合わせました。参加者は、
互いに近況を報告し合ったり、中学時代の思い出を振り返るなどして話を弾ませ、大いに盛り上がっていました。

令和７年 養老町はたちの集い令和７年 養老町はたちの集い ～Vamos ボクらの未来へさあ行こう！～～ Vamos ボクらの未来へさあ行こう！～

　12月19日（木）に笠郷小学校の５年生児童が、地域住民と農業者、西美濃農業協同組合職員などにより構成される笠郷地区環境保全対
策協議会の協力のもと、餅つき作業を体験しました。家庭においてはなかなか行われなくなった昔ながらの杵と臼を使った餅つきを行
い、児童はつき方を教わりながら「よいしょ」の掛け声に合わせて、おいしくなるように願いを込めて餅をつきました。きな粉で味付けさ
れた“つきたての餅”のおいしさに、児童たちははじける笑顔を浮かべていました。
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　12月23日（月）に養北こども園においてクリスマス会が
開催され、園児たちはクリスマスソングにちなんだ演奏や
ダンス、ペープサート劇を披露し、来園してくれたサンタ
クロースに扮した川地憲元町長を歓迎しました。園児から
は「サンタさんはクリスマス以外の時にはなにをしている
んですか？」「サンタさんの好きな食べ物はなんですか？」
「サンタさんはどうやって空からおうちを見ているんです
か？」などの質問があり、サンタクロースの人柄や普段の
生活について興味津々な様子でした。出し物の後には、サ
ンタクロースから園児一人ひとりに対して声をかけながら
プレゼントが手渡され、クラスごとに記念撮影も行われる
など、夢のようなひとときとなりました。

　12月23日（月）に中部プロショップ友の会が主催し、養
老郡漁業協同組合の協力のもと鮒の稚魚を五三川の２カ所
（町内）において放流しました。この取り組みは、日本の在
来種である鮒の稚魚を放流することで、河川の環境保全に
寄与することを目的として、10年以上継続して行われてい
ます。同会は漁業協同組合と協力し、釣り場の清掃などの
環境保護・美化活動や駐車場の整備、釣り人への声掛けな
どをしています。
　同会の青木邦充会長は「地域と釣り人が良好な関係で共
存していくためには、釣りを楽しむ人が増えれば増えるほ
ど、環境が良くなっていくような仕組みを作る必要があり
ます。そのために地域や漁業協同組合と手を取り合って活
動していきたいです」と話しました。

釣りにより地域が賑わい、河川を綺麗に維持するために釣りにより地域が賑わい、河川を綺麗に維持するためにサンタさんと夢のひとときをサンタさんと夢のひとときを

　多年にわたり町選挙管理委員会委員および委員長として
公平公正かつ適正な選挙の執行の実現に向けて残した多数
の功績に併せ、教員としての尽力も認められ、瑞宝双光章
を受章した伊藤哲さん（押越）が12月９日（月）に川地憲元町
長を訪問しました。
　伊藤さんは「選挙管理委員会委員として一番大切にして
きたことは、間違いのない選挙を無事やり遂げることです。
“適正かつ効率的な選挙執行”、偏りのない“公平公正な選
挙執行”、“投票率の向上”のためには、どうすべきか知恵
を出して取り組みました。また、教師時代の教え子たちの
活躍を聞くことが増え、嬉しく思います。今後は自然とふ
れあいながら農業に従事したいと思います」と話しました。

　12月７日（土）に町民会館において、養老町制施行70周
年記念　令和６年度　養老町人権擁護推進大会を開催しま
した。小・中学生４人による人権をテーマとした意見発表
が行われたあと、松村元樹さんによる「インターネット上
の人権」を演題とした講演が行われました。松村さんは講
演の中で、ＳＮＳやインターネットの普及に伴う人権侵害
の態様の変化について触れ、今一度「人権とはなにか」につ
いて、差別問題の基礎基本に立ち返って考える機会となり
ました。自分自身が気付かないうちに偏見を持ち、相手を
差別してしまっている可能性があることをそれぞれが自分
事として捉え、考える必要があることを参加者に呼びかけ
ました。

選挙を間違いなく、無事やり遂げる選挙を間違いなく、無事やり遂げる 無意識の思い込み・偏見、無意識の日常的差別無意識の思い込み・偏見、無意識の日常的差別

　県予選大会で優勝し、第５回全国Ｕ15バスケットボール
選手権大会へ出場するＢＲＵＩＮＳ所属の川地颯舞選手と
七里早飛選手、髙木理斗選手が12月25日（水）に川地憲元
町長を訪問しました。
　川地町長が「プレッシャーがかかると思いますが、チー
ムで声を掛け合い、自分の持ち味を活かしていいプレーを
してきてください」とエールを送ると、選手たちは「スタメ
ンとして出場することができたので、自覚と誇りを持って
大会に臨みたいです」「出場する機会が与えられた際には、
チームのために自分ができることをしっかりとこなしたい
です」「初めての全国大会出場ですが、自信を持って堂々と
プレーしたいです」とそれぞれに抱負を語りました。

チームのためにできることチームのためにできること

　栃木県で開催されるＪＦＡ第30回全日本Ｕ－15フットサ
ル選手権大会に出場する川地蓮太朗選手が12月16日（月）に
川地憲元町長を訪問しました。
　川地町長が「養老町から様々なスポーツにおいて活躍し
ている選手がどんどん輩出され、とても喜ばしく思います。
前回大会では見事優勝され、２連覇がかかった大会だと聞
いています。全国優勝２連覇を目指して、日頃の練習の成
果を発揮し、活躍されることを期待しています」と激励す
ると、川地選手は「２連覇がかかっているので、先輩に続
いて優勝できるよう全力でプレーしたいです。また、中学
生での最後の大会となるので、悔いのない大会にしたいで
す」と意気込みを話しました。

　東京都で開催された第47回全国ＪＯＣジュニアオリン
ピックカップ夏季大会での３位入賞と、岡山県で開催され
る第17回全日本ユース（Ｕ16）水球競技選手権大会－桃太郎
カップ－への出場を報告するために、野村倫太郎選手と大
橋龍生選手が12月９日（月）に川地憲元町長を訪問しました。
　野村選手は「周りの人たちに支えられて、ＪＯＣジュニア
オリンピックカップでは３位入賞することができました。
全日本ユースでは、得点王になって優勝したいです」と目
標を語り、大橋選手は「全日本ユースでは年上とも対戦す
ることになりますが、引けを取らないように思い切りプ
レーし、昨年の優勝チームにリベンジを果たして優勝した
いです」と意気込みを話しました。

　東京都で開催される春の高校バレー 第77回全日本バレ
ーボール高等学校選手権大会へ出場する西川逞真選手（大
垣日本大学高等学校）が12月25日（水）に川地憲元町長
を訪問しました。
　川地町長は「１年生ながらレギュラーとして出場される
ことは大変立派なことだと思います。バレーボールにおい
て春高バレーは、野球でいう甲子園のような憧れの舞台だ
と思います。万全の状態で挑めるよう、大会に備えてくだ
さい」と大会出場をたたえ、西川選手は「目標としてきた
春高バレーなので、応援してくれているチームメイトの分
まで精一杯プレーしたいです。チームメイトは先輩ばかり
ですが、リベロとしてしっかりと指示を出して、やるべき
ことをやりたいと思います」と大会への思いを語りました。

感謝を忘れず、リベンジ果たす感謝を忘れず、リベンジ果たす 目標としていた憧れの舞台目標としていた憧れの舞台
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はゆま

広報ようろう　2025.2.13 広報ようろう　2025.2.1 2

まちまちの話題話題 いろいろ
いろいろ



　12月23日（月）に養北こども園においてクリスマス会が
開催され、園児たちはクリスマスソングにちなんだ演奏や
ダンス、ペープサート劇を披露し、来園してくれたサンタ
クロースに扮した川地憲元町長を歓迎しました。園児から
は「サンタさんはクリスマス以外の時にはなにをしている
んですか？」「サンタさんの好きな食べ物はなんですか？」
「サンタさんはどうやって空からおうちを見ているんです
か？」などの質問があり、サンタクロースの人柄や普段の
生活について興味津々な様子でした。出し物の後には、サ
ンタクロースから園児一人ひとりに対して声をかけながら
プレゼントが手渡され、クラスごとに記念撮影も行われる
など、夢のようなひとときとなりました。

　12月23日（月）に中部プロショップ友の会が主催し、養
老郡漁業協同組合の協力のもと鮒の稚魚を五三川の２カ所
（町内）において放流しました。この取り組みは、日本の在
来種である鮒の稚魚を放流することで、河川の環境保全に
寄与することを目的として、10年以上継続して行われてい
ます。同会は漁業協同組合と協力し、釣り場の清掃などの
環境保護・美化活動や駐車場の整備、釣り人への声掛けな
どをしています。
　同会の青木邦充会長は「地域と釣り人が良好な関係で共
存していくためには、釣りを楽しむ人が増えれば増えるほ
ど、環境が良くなっていくような仕組みを作る必要があり
ます。そのために地域や漁業協同組合と手を取り合って活
動していきたいです」と話しました。

釣りにより地域が賑わい、河川を綺麗に維持するために釣りにより地域が賑わい、河川を綺麗に維持するためにサンタさんと夢のひとときをサンタさんと夢のひとときを

　多年にわたり町選挙管理委員会委員および委員長として
公平公正かつ適正な選挙の執行の実現に向けて残した多数
の功績に併せ、教員としての尽力も認められ、瑞宝双光章
を受章した伊藤哲さん（押越）が12月９日（月）に川地憲元町
長を訪問しました。
　伊藤さんは「選挙管理委員会委員として一番大切にして
きたことは、間違いのない選挙を無事やり遂げることです。
“適正かつ効率的な選挙執行”、偏りのない“公平公正な選
挙執行”、“投票率の向上”のためには、どうすべきか知恵
を出して取り組みました。また、教師時代の教え子たちの
活躍を聞くことが増え、嬉しく思います。今後は自然とふ
れあいながら農業に従事したいと思います」と話しました。

　12月７日（土）に町民会館において、養老町制施行70周
年記念　令和６年度　養老町人権擁護推進大会を開催しま
した。小・中学生４人による人権をテーマとした意見発表
が行われたあと、松村元樹さんによる「インターネット上
の人権」を演題とした講演が行われました。松村さんは講
演の中で、ＳＮＳやインターネットの普及に伴う人権侵害
の態様の変化について触れ、今一度「人権とはなにか」につ
いて、差別問題の基礎基本に立ち返って考える機会となり
ました。自分自身が気付かないうちに偏見を持ち、相手を
差別してしまっている可能性があることをそれぞれが自分
事として捉え、考える必要があることを参加者に呼びかけ
ました。

選挙を間違いなく、無事やり遂げる選挙を間違いなく、無事やり遂げる 無意識の思い込み・偏見、無意識の日常的差別無意識の思い込み・偏見、無意識の日常的差別

　県予選大会で優勝し、第５回全国Ｕ15バスケットボール
選手権大会へ出場するＢＲＵＩＮＳ所属の川地颯舞選手と
七里早飛選手、髙木理斗選手が12月25日（水）に川地憲元
町長を訪問しました。
　川地町長が「プレッシャーがかかると思いますが、チー
ムで声を掛け合い、自分の持ち味を活かしていいプレーを
してきてください」とエールを送ると、選手たちは「スタメ
ンとして出場することができたので、自覚と誇りを持って
大会に臨みたいです」「出場する機会が与えられた際には、
チームのために自分ができることをしっかりとこなしたい
です」「初めての全国大会出場ですが、自信を持って堂々と
プレーしたいです」とそれぞれに抱負を語りました。

チームのためにできることチームのためにできること

　栃木県で開催されるＪＦＡ第30回全日本Ｕ－15フットサ
ル選手権大会に出場する川地蓮太朗選手が12月16日（月）に
川地憲元町長を訪問しました。
　川地町長が「養老町から様々なスポーツにおいて活躍し
ている選手がどんどん輩出され、とても喜ばしく思います。
前回大会では見事優勝され、２連覇がかかった大会だと聞
いています。全国優勝２連覇を目指して、日頃の練習の成
果を発揮し、活躍されることを期待しています」と激励す
ると、川地選手は「２連覇がかかっているので、先輩に続
いて優勝できるよう全力でプレーしたいです。また、中学
生での最後の大会となるので、悔いのない大会にしたいで
す」と意気込みを話しました。

　東京都で開催された第47回全国ＪＯＣジュニアオリン
ピックカップ夏季大会での３位入賞と、岡山県で開催され
る第17回全日本ユース（Ｕ16）水球競技選手権大会－桃太郎
カップ－への出場を報告するために、野村倫太郎選手と大
橋龍生選手が12月９日（月）に川地憲元町長を訪問しました。
　野村選手は「周りの人たちに支えられて、ＪＯＣジュニア
オリンピックカップでは３位入賞することができました。
全日本ユースでは、得点王になって優勝したいです」と目
標を語り、大橋選手は「全日本ユースでは年上とも対戦す
ることになりますが、引けを取らないように思い切りプ
レーし、昨年の優勝チームにリベンジを果たして優勝した
いです」と意気込みを話しました。

　東京都で開催される春の高校バレー 第77回全日本バレ
ーボール高等学校選手権大会へ出場する西川逞真選手（大
垣日本大学高等学校）が12月25日（水）に川地憲元町長
を訪問しました。
　川地町長は「１年生ながらレギュラーとして出場される
ことは大変立派なことだと思います。バレーボールにおい
て春高バレーは、野球でいう甲子園のような憧れの舞台だ
と思います。万全の状態で挑めるよう、大会に備えてくだ
さい」と大会出場をたたえ、西川選手は「目標としてきた
春高バレーなので、応援してくれているチームメイトの分
まで精一杯プレーしたいです。チームメイトは先輩ばかり
ですが、リベロとしてしっかりと指示を出して、やるべき
ことをやりたいと思います」と大会への思いを語りました。

感謝を忘れず、リベンジ果たす感謝を忘れず、リベンジ果たす 目標としていた憧れの舞台目標としていた憧れの舞台

先輩に続け！目指せ２連覇先輩に続け！目指せ２連覇

はゆま
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　12月23日（月）に桐山絢選手と三輪楓華選手（ともに はし
まモア所属）が、群馬県で開催される第32回ＪＯＣジュニ
ア・オリンピック・カップ・フェンシング大会 兼 2025年
世界ジュニア・カデ・フェンシング選手権大会選考会への
出場を報告するために川地憲元町長を訪問しました。
　桐山選手は「この大会へは初めて出場することができ、
とても嬉しいです。この嬉しい気持ちに満足することなく、
日本代表に選ばれるという目標達成のために気を引き締め
て大会に臨みたいです」と話し、三輪選手は「私もこの大会
への出場は初めてなので、雰囲気などがわからない中で挑
むことになりますが、自分の武器を最大限活かして良い結
果を残したいです」と意気込みました。

　12月９日（月）に町と西美濃農業協同組合は「非常災害時
における施設利用に関する協定」を締結しました。この協
定は、町内において災害が発生した際に、西美濃農業協同
組合が所管する町内の各支店を町民の一時避難場所および
物資集積・搬送拠点として利用することについて定めるも
のです。
　川地憲元町長は「今後も災害に強いまちづくりのために、
それぞれが果たすべき役割を確認し、災害発生時に地域住
民の生命を守るため、ご協力をお願いします」と申し出る
と、同組合の玉井寛之代表理事組合長は「地域住民の安心・
安全のため、今後とも町と協力して地域のためにできるこ
とを考え、実施していきたいです」とそれに応えました。

日本代表を目指して日本代表を目指して地域に密着した災害対策地域に密着した災害対策

　１月１日（水）に「初日の出を見る会」が開催され、
2025 年の幕を開けるご来光を拝むため、県内外から多く
の人が養老公園を訪れました。初日の出を見るために集
まった来場者をもてなすため、日の出前には有志によって
用意された豚汁が振る舞われ、来場者は寒空の下で温かい
豚汁に舌鼓を打ち、温まりながら日が昇るのを待ちました。
天候にも恵まれ、雄大な濃尾平野の先の地平線からオレン
ジ色に耀く太陽が顔を出すと、会場内からは歓声が上がり
ました。見物客らは、希望あふれる１年の始まりを告げる
美しい初日の出に思わず息をのみ、それぞれに思いを抱き
ながら眺めるとともに写真を撮ったりしていました。

　１月７日（火）に町中央公民館　中ホールにおいて、養
老町制施行 70周年記念　令和７年度養老町新年互礼会を
開催しました。個々のあいさつ回りの効率化を図るととも
に交流を深めることを目的として今年が初開催となり、町
内各種団体、企業および官公庁などから約 100 人が参加
しました。
　川地憲元町長はあいさつの中で「『現場主義』『町民目線』
という初心を忘れることなく、巳年にふさわしい『再生』
と『変化』を繰り返しながら本町が新しく生まれ変わるよ
うな年とし、『人があつまり　楽しく生きがいのあるまち』
を実現するために皆さまとともにしっかりと取り組んでい
きます」と述べ、地域全体でまちづくりに取り組んで行く
ために結束を強める機会としました。

希望あふれる新年の幕開け希望あふれる新年の幕開け新年のあいさつで深める親交新年のあいさつで深める親交

２　月

４日（火）・18日(火)

３　月

４日(火)・11日(火)

移動型スマホ教室「スマホなんでもサポート号」
　快適な車内で、少人数で実施するわかりやすいスマホ教室を開催します！
　機種や携帯会社に関係なく、スマホをお持ちでない人でも受講することができます。参加を希
望する教室を下記予約窓口にてお申し込みください。
　開催日は「スマホ相談窓口」も併設します。スマホに関するお困り事など、お気軽にご相談ください。

◆開催場所　町中央公民館　駐車場
◆開 催 日

◆申 込 先

◆開催時間／内容

スマホなんでもサポート号予約窓口 ☎（通話料無料）0800-111- 9442
※つながりにくい場合は、時間を空けてご連絡ください受付時間　９時～ 17時（土・日曜日、祝日も可）

時間 内　　　容 内　　　容定員 定員

13時～
14時

14時30分～
15時30分

11時～
12時

３人

３人

１組

Androidの使い方（基礎編）
マップ機能の基本操作やルート検索方法、カメラを使
った動画撮影やQRコードの読み取り方を学びます。

Androidの使い方（応用編）
ネットやアプリを使ってみよう。インターネットでの
調べ方、音声操作、アプリの追加、移動方法　など

個別相談会（先着１組、最大３人まで）
（疑問・お困り事を集中的に解消）

３人

３人

１組

LINEでコミュニケーション
メッセージや写真・スタンプの送り方、グループト
ークの作り方、ビデオ通話の仕方を学びます。
※LINEが利用可能なスマホを持参ください。

個別相談会（先着１組、最大３人まで）
（疑問・お困り事を集中的に解消）

スマホを触ってみよう
スマホとは何か？から、マップを使ったスマホの指
の操作、カメラ、音声操作　など

スマホ教室のお知らせ
（町ホームページ）

企画財政課　☎32-1102

建設課　☎32-5081

空き家問題解決無料相談の３月開催の案内について
　昨年度に引き続き、サテライト空き家相談事業として空き家に関しての悩みがある人などを対象に個別相談を開催して
います。無料相談を希望する人は、建設課までお問い合わせください。

【対象者】町内空き家所有者など
　（空き家所有者、今後相続などにより空き家の所有者になりそうな人、現在の住まいが空き家となる心配のある人など）

【日時・場所】
３月 21日（金）13時～ 16時　町役場３階第２会議室にて開催します。

【予約】
　事前予約が必要です。受付期間は２月 28日（金）までとなりますので、平日９時から 17時までに電話または建設課窓
口にて予約してください。
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　12月23日（月）に桐山絢選手と三輪楓華選手（ともに はし
まモア所属）が、群馬県で開催される第32回ＪＯＣジュニ
ア・オリンピック・カップ・フェンシング大会 兼 2025年
世界ジュニア・カデ・フェンシング選手権大会選考会への
出場を報告するために川地憲元町長を訪問しました。
　桐山選手は「この大会へは初めて出場することができ、
とても嬉しいです。この嬉しい気持ちに満足することなく、
日本代表に選ばれるという目標達成のために気を引き締め
て大会に臨みたいです」と話し、三輪選手は「私もこの大会
への出場は初めてなので、雰囲気などがわからない中で挑
むことになりますが、自分の武器を最大限活かして良い結
果を残したいです」と意気込みました。

　12月９日（月）に町と西美濃農業協同組合は「非常災害時
における施設利用に関する協定」を締結しました。この協
定は、町内において災害が発生した際に、西美濃農業協同
組合が所管する町内の各支店を町民の一時避難場所および
物資集積・搬送拠点として利用することについて定めるも
のです。
　川地憲元町長は「今後も災害に強いまちづくりのために、
それぞれが果たすべき役割を確認し、災害発生時に地域住
民の生命を守るため、ご協力をお願いします」と申し出る
と、同組合の玉井寛之代表理事組合長は「地域住民の安心・
安全のため、今後とも町と協力して地域のためにできるこ
とを考え、実施していきたいです」とそれに応えました。

日本代表を目指して日本代表を目指して地域に密着した災害対策地域に密着した災害対策

　１月１日（水）に「初日の出を見る会」が開催され、
2025 年の幕を開けるご来光を拝むため、県内外から多く
の人が養老公園を訪れました。初日の出を見るために集
まった来場者をもてなすため、日の出前には有志によって
用意された豚汁が振る舞われ、来場者は寒空の下で温かい
豚汁に舌鼓を打ち、温まりながら日が昇るのを待ちました。
天候にも恵まれ、雄大な濃尾平野の先の地平線からオレン
ジ色に耀く太陽が顔を出すと、会場内からは歓声が上がり
ました。見物客らは、希望あふれる１年の始まりを告げる
美しい初日の出に思わず息をのみ、それぞれに思いを抱き
ながら眺めるとともに写真を撮ったりしていました。

　１月７日（火）に町中央公民館　中ホールにおいて、養
老町制施行 70周年記念　令和７年度養老町新年互礼会を
開催しました。個々のあいさつ回りの効率化を図るととも
に交流を深めることを目的として今年が初開催となり、町
内各種団体、企業および官公庁などから約 100 人が参加
しました。
　川地憲元町長はあいさつの中で「『現場主義』『町民目線』
という初心を忘れることなく、巳年にふさわしい『再生』
と『変化』を繰り返しながら本町が新しく生まれ変わるよ
うな年とし、『人があつまり　楽しく生きがいのあるまち』
を実現するために皆さまとともにしっかりと取り組んでい
きます」と述べ、地域全体でまちづくりに取り組んで行く
ために結束を強める機会としました。

希望あふれる新年の幕開け希望あふれる新年の幕開け新年のあいさつで深める親交新年のあいさつで深める親交

２　月

４日（火）・18日(火)

３　月

４日(火)・11日(火)

移動型スマホ教室「スマホなんでもサポート号」
　快適な車内で、少人数で実施するわかりやすいスマホ教室を開催します！
　機種や携帯会社に関係なく、スマホをお持ちでない人でも受講することができます。参加を希
望する教室を下記予約窓口にてお申し込みください。
　開催日は「スマホ相談窓口」も併設します。スマホに関するお困り事など、お気軽にご相談ください。

◆開催場所　町中央公民館　駐車場
◆開 催 日

◆申 込 先

◆開催時間／内容

スマホなんでもサポート号予約窓口 ☎（通話料無料）0800-111- 9442
※つながりにくい場合は、時間を空けてご連絡ください受付時間　９時～ 17時（土・日曜日、祝日も可）

時間 内　　　容 内　　　容定員 定員

13時～
14時

14時30分～
15時30分

11時～
12時

３人

３人

１組

Androidの使い方（基礎編）
マップ機能の基本操作やルート検索方法、カメラを使
った動画撮影やQRコードの読み取り方を学びます。

Androidの使い方（応用編）
ネットやアプリを使ってみよう。インターネットでの
調べ方、音声操作、アプリの追加、移動方法　など

個別相談会（先着１組、最大３人まで）
（疑問・お困り事を集中的に解消）

３人

３人

１組

LINEでコミュニケーション
メッセージや写真・スタンプの送り方、グループト
ークの作り方、ビデオ通話の仕方を学びます。
※LINEが利用可能なスマホを持参ください。

個別相談会（先着１組、最大３人まで）
（疑問・お困り事を集中的に解消）

スマホを触ってみよう
スマホとは何か？から、マップを使ったスマホの指
の操作、カメラ、音声操作　など

スマホ教室のお知らせ
（町ホームページ）

企画財政課　☎32-1102

建設課　☎32-5081

空き家問題解決無料相談の３月開催の案内について
　昨年度に引き続き、サテライト空き家相談事業として空き家に関しての悩みがある人などを対象に個別相談を開催して
います。無料相談を希望する人は、建設課までお問い合わせください。

【対象者】町内空き家所有者など
　（空き家所有者、今後相続などにより空き家の所有者になりそうな人、現在の住まいが空き家となる心配のある人など）

【日時・場所】
３月 21日（金）13時～ 16時　町役場３階第２会議室にて開催します。

【予約】
　事前予約が必要です。受付期間は２月 28日（金）までとなりますので、平日９時から 17時までに電話または建設課窓
口にて予約してください。
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申告フローチャート 税の申告は正しくお早めに
　町では、町県民税および所得税の申告相談を次の日程で行います。
　なお、申告会場での皆さまの待ち時間を少しでも減らすため、帳簿や領収書などは必ず事前に集計・整理を行い、収支
内訳書や医療費控除明細書などを作成してお越しください。
　また、申告には『利用者識別番号』が必要です。既に取得している人は番号がわかるもの（税務署が発送する『確定申
告のお知らせ』や『利用者識別番号等の通知』など）をお持ちください。まだ取得していない人は会場で職員が取得しま
すのでご安心ください。

※申告会場では、８時 30分より受付番号札を先着順で配付します。
※番号札は先着順で配付しますが、申告に必要な書類（収支内訳書・医療費控除明細書など）が不足している場合に
は、書類がそろってからの案内となります。
※順番の呼び出しの際に不在の場合は、その番号は無効となり、新たに番号札を取り直していただくことになります。
※会場の混雑状況により入場をお断りし、後日の来場をお願いすることがあります。

※初日は大変混み合いますので、できるだけ地区ごとの指定日のご来場にご協力ください。
※地区ごとの指定日に都合のつかない場合は、申告期間中に都合のつく日にお越しください。

●事業所得や不動産所得がある人は収支内訳書を準備してください。
●医療費控除を受ける人は医療費控除明細書を作成してください。
●税務課窓口では申告の相談は行いません。確定申告書は名古屋国税局業務センターへ直接郵送してください。
●外貨預金の解約などで為替差益が生じた人が申告をする場合は、所得額がわかるようにご準備ください。

○町の申告会場では下記①～⑩に該当する申告は受け付けしていません。
　税務署の確定申告会場（大垣市情報工房）で申告してください。

①令和７年度（令和６年分）以外の申告
②青色申告
③消費税・贈与税の申告
④土地・建物や株式などの譲渡所得の申告
　（国・県・町に土地・建物を売った場合を除く）
⑤分離課税の申告

⑥雑損控除の申告
⑦繰越控除の申告
⑧初めての住宅借入金等特別控除の申告
⑨準確定申告（亡くなった人の申告）
⑩その他内容が複雑な申告

場　　所：町役場　４階大会議室（高田 798 番地）
開設期間：２月 17日 ( 月 ) ～３月 17日 ( 月 )（土・日曜日、祝日を除く）
時　　間：９時～ 16時

◎申告会場
　今年も 養老町役場 に申告会場を開設します！

対象地区

高田・室原

広幡・上多度

小畑・多芸

養老・日吉

対象地区

池辺

笠郷

全地区

月　日

２月 18日（火）・３月３日（月）

２月 19日（水）・３月４日（火）

２月 20日（木）・３月５日（水）

２月 21日（金）・３月６日（木）

月　日

２月 25日 ( 火 )・３月７日 (金 )

２月 26日 ( 水 )・３月 10日 ( 月 )

２月 17日 ( 月 )・27 日 ( 木 )・28 日 ( 金 )
３月 11日 ( 火 )・12日 ( 水 )・13日 ( 木 )・14日 ( 金 )・17日 ( 月 )

※フローチャートは一般的な例を示しています。
　ご自身の状況によって変わる場合もありますので、不明な点は税務課までお問い合わせください。

①

②

③

④

⑤

所得税の確定申告もしくは
町県民税の申告が必要です

町県民税の申告が必要な場合
があります

所得税の確定申告が必要です

所得税が源泉徴収されていて申告によって還付を受ける人は確定申告が必要です。
所得税の確定申告をした人は、町県民税の申告は必要ありません。

【※次のいずれかに該当する人は「収入なし」の申告をしてください】
国民健康保険税や介護・後期高齢者医療保険料などの算定や、扶養、融資など各種
申請で所得の証明が必要な人
所得税の確定申告をした人は、町県民税の申告は必要ありません。
なお、所得税の確定申告の「住民税・事業税に関する事項」欄に、該当する事項・
金額があれば必ず記入してください。

所得税の確定申告・町県民税の申告は必要ありません
勤務先から養老町に「給与支払報告書」が提出されている場合は、所得税の確定申告・町県民税の申告は必要ありま
せん（提出されているか不明な場合は、勤務先にお問い合わせください）

税務課
☎32-1103

スタート
令和７年１月１日に養老町に
住んでいましたか？

令和６年中（令和６年１月１日～ 12月 31日）にどのような収入がありましたか？

養老町への町県民税の申告は不要です
令和７年１月１日に住んでいた市区町村へお尋ねください。

はい

はい いいえ

いいえ

収入なしまたは非課税所得の
み（遺族の受ける恩給や年金、
障害年金、失業給付など）

養老町内にお住まいの人に扶
養されていますか？

主に給与収入

給与収入が 2,000 万円
を超えていますか？

主に年金収入

年金収入が 400 万円を
超えていますか？

主に営業・農業・不動産

所得の合計額が 48万円を
超えていますか？

所得の合計額が 48万円
（※１）を超えていますか？ 年末調整はされていますか？ 年金以外の所得があり

ますか？
社会保険料控除や扶養控除など
の追加や変更はありますか？

年末調整されていない分の給与収
入金額とその他の所得の合計が 20
万円（※２）を超えていますか？

社会保険料控除や扶養控除などの
追加や変更はありますか？

年金以外の所得の合計
が 20万円（※３）を超え
ていますか？ 年金収入が下記の金額を超え

ていますか？
【64歳以下】98万円
【65歳以上】148 万円

結果④へ 結果②へ

はい はい はいいいえ

結果③へ 結果①へ

はい いいえ

結果④へ

はい いいえ

いいえ いいえ

結果③へ

はい いいえ

結果③へ

はい いいえ

結果③へ 結果①へ

はい いいえ

結果①へ 結果④へ

はい いいえ

結果③へ 結果①へ

はい いいえ

結果①へ 結果⑤へ

はい いいえ

結果③へ

※１
給与収入の場合 103 万円

※２
年金収入の場合、下記の金額
【64歳以下】80万円
【65歳以上】130 万円

※３
給与収入の場合 85万円
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申告フローチャート 税の申告は正しくお早めに
　町では、町県民税および所得税の申告相談を次の日程で行います。
　なお、申告会場での皆さまの待ち時間を少しでも減らすため、帳簿や領収書などは必ず事前に集計・整理を行い、収支
内訳書や医療費控除明細書などを作成してお越しください。
　また、申告には『利用者識別番号』が必要です。既に取得している人は番号がわかるもの（税務署が発送する『確定申
告のお知らせ』や『利用者識別番号等の通知』など）をお持ちください。まだ取得していない人は会場で職員が取得しま
すのでご安心ください。

※申告会場では、８時 30分より受付番号札を先着順で配付します。
※番号札は先着順で配付しますが、申告に必要な書類（収支内訳書・医療費控除明細書など）が不足している場合に
は、書類がそろってからの案内となります。
※順番の呼び出しの際に不在の場合は、その番号は無効となり、新たに番号札を取り直していただくことになります。
※会場の混雑状況により入場をお断りし、後日の来場をお願いすることがあります。

※初日は大変混み合いますので、できるだけ地区ごとの指定日のご来場にご協力ください。
※地区ごとの指定日に都合のつかない場合は、申告期間中に都合のつく日にお越しください。

●事業所得や不動産所得がある人は収支内訳書を準備してください。
●医療費控除を受ける人は医療費控除明細書を作成してください。
●税務課窓口では申告の相談は行いません。確定申告書は名古屋国税局業務センターへ直接郵送してください。
●外貨預金の解約などで為替差益が生じた人が申告をする場合は、所得額がわかるようにご準備ください。

○町の申告会場では下記①～⑩に該当する申告は受け付けしていません。
　税務署の確定申告会場（大垣市情報工房）で申告してください。

①令和７年度（令和６年分）以外の申告
②青色申告
③消費税・贈与税の申告
④土地・建物や株式などの譲渡所得の申告
　（国・県・町に土地・建物を売った場合を除く）
⑤分離課税の申告

⑥雑損控除の申告
⑦繰越控除の申告
⑧初めての住宅借入金等特別控除の申告
⑨準確定申告（亡くなった人の申告）
⑩その他内容が複雑な申告

場　　所：町役場　４階大会議室（高田 798 番地）
開設期間：２月 17日 ( 月 ) ～３月 17日 ( 月 )（土・日曜日、祝日を除く）
時　　間：９時～ 16時

◎申告会場
　今年も 養老町役場 に申告会場を開設します！

対象地区

高田・室原

広幡・上多度

小畑・多芸

養老・日吉

対象地区

池辺

笠郷

全地区

月　日

２月 18日（火）・３月３日（月）

２月 19日（水）・３月４日（火）

２月 20日（木）・３月５日（水）

２月 21日（金）・３月６日（木）

月　日

２月 25日 ( 火 )・３月７日 (金 )

２月 26日 ( 水 )・３月 10日 ( 月 )

２月 17日 ( 月 )・27 日 ( 木 )・28 日 ( 金 )
３月 11日 ( 火 )・12日 ( 水 )・13日 ( 木 )・14日 ( 金 )・17日 ( 月 )

※フローチャートは一般的な例を示しています。
　ご自身の状況によって変わる場合もありますので、不明な点は税務課までお問い合わせください。

①

②

③

④

⑤

所得税の確定申告もしくは
町県民税の申告が必要です

町県民税の申告が必要な場合
があります

所得税の確定申告が必要です

所得税が源泉徴収されていて申告によって還付を受ける人は確定申告が必要です。
所得税の確定申告をした人は、町県民税の申告は必要ありません。

【※次のいずれかに該当する人は「収入なし」の申告をしてください】
国民健康保険税や介護・後期高齢者医療保険料などの算定や、扶養、融資など各種
申請で所得の証明が必要な人
所得税の確定申告をした人は、町県民税の申告は必要ありません。
なお、所得税の確定申告の「住民税・事業税に関する事項」欄に、該当する事項・
金額があれば必ず記入してください。

所得税の確定申告・町県民税の申告は必要ありません
勤務先から養老町に「給与支払報告書」が提出されている場合は、所得税の確定申告・町県民税の申告は必要ありま
せん（提出されているか不明な場合は、勤務先にお問い合わせください）

税務課
☎32-1103

スタート
令和７年１月１日に養老町に
住んでいましたか？

令和６年中（令和６年１月１日～ 12月 31日）にどのような収入がありましたか？

養老町への町県民税の申告は不要です
令和７年１月１日に住んでいた市区町村へお尋ねください。

はい

はい いいえ

いいえ

収入なしまたは非課税所得の
み（遺族の受ける恩給や年金、
障害年金、失業給付など）

養老町内にお住まいの人に扶
養されていますか？

主に給与収入

給与収入が 2,000 万円
を超えていますか？

主に年金収入

年金収入が 400 万円を
超えていますか？

主に営業・農業・不動産

所得の合計額が 48万円を
超えていますか？

所得の合計額が 48万円
（※１）を超えていますか？ 年末調整はされていますか？ 年金以外の所得があり

ますか？
社会保険料控除や扶養控除など
の追加や変更はありますか？

年末調整されていない分の給与収
入金額とその他の所得の合計が 20
万円（※２）を超えていますか？

社会保険料控除や扶養控除などの
追加や変更はありますか？

年金以外の所得の合計
が 20万円（※３）を超え
ていますか？ 年金収入が下記の金額を超え

ていますか？
【64歳以下】98万円
【65歳以上】148 万円

結果④へ 結果②へ

はい はい はいいいえ

結果③へ 結果①へ

はい いいえ

結果④へ

はい いいえ

いいえ いいえ

結果③へ

はい いいえ

結果③へ

はい いいえ

結果③へ 結果①へ

はい いいえ

結果①へ 結果④へ

はい いいえ

結果③へ 結果①へ

はい いいえ

結果①へ 結果⑤へ

はい いいえ

結果③へ

※１
給与収入の場合 103 万円

※２
年金収入の場合、下記の金額
【64歳以下】80万円
【65歳以上】130 万円

※３
給与収入の場合 85万円
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バイク・軽自動車などの廃車や名義変更は３月末までに手続きを

軽自動車税についてのお知らせ

　書類がそろっていないと受け付けできない場合があります。
　下のチェックリストを使って、持ち物がそろっているか事前に確認しておきましょう。

○控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税
◆対象者：令和６年中の合計所得金額が 1,000 万円を超え 1,805 万円以下（給与収入の場合 1,195 万円を超え 2,000 万

円以下）で個人住民税所得割が課税される人のうち、令和６年中の合計所得金額が 48万円以下（給与収入の
場合 103 万円以下）の生計を一にする配偶者（国外居住者を除く）を有する人

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者：合計所得金額が 1,000 万円以下の納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、令
和６年中の合計所得金額が 48万円以下（給与収入の場合 103 万円以下）の人

◆減税額：令和７年度分の個人住民税の所得割額から１万円を上限として控除されます。

○子育て世帯などに対する住宅ローン控除の拡充
　子育て世帯など（18歳以下の扶養親族を有する人または自身もしくは配偶者のいずれかが 39歳以下の人）が令和６年
に新築住宅などに入居する場合は以下のとおり借入限度額が上乗せされ、令和４・５年の水準が維持されます。

〇令和６・７年に入居予定の新築住宅について、住宅ローン控除の申請を予定している人へ
　令和６年１月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html）

〇国外に居住する親族などの扶養控除などの申告に添付または提示しなければならない書類の見直し
　令和７年度の申告以降は、国外に居住する親族の配偶者控除や扶養控除などの申告に添付または提示する必要がある送
金関係書類として、電子決済手段等取引業者の書類またはその写しでその電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に
基づいて行う電子決済手段の移転によって、その親族などに支払いをしたことを明らかにするものが追加されます。

持ち物

①令和６年中の収入がわかる書類
源泉徴収票・収支内訳書・シルバー人材センターの配分
金支払証明書・個人年金の支払証明書など

②納付証明書
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・
国民年金保険料など

③控除証明書
生命保険・地震保険など

④障害者控除を受ける人
該当者の各種障害者手帳
または障害者控除対象者認定証

⑤医療費控除を受ける人
医療費控除の明細書または医療費通知

⑥寄附金（ふるさと納税など）控除を受ける人
寄附金の受領書などの寄附先と寄附金額を証明する書類

確認 持ち物

⑦手続きをする人（来場する人）の本人確認書類
顔写真あり／マイナンバーカード・運転免許証など１点
顔写真なし／被保険者証・年金手帳など２点

⑧申告者・扶養親族・事業専従者の個人番号確認書類
マイナンバーカード・通知カードなど

⑨確定申告のお知らせ（税務署からのはがき）

⑩所得税の還付を受ける人
申告者本人名義の預貯金口座番号がわかるもの

⑪代理で申告する人
世帯外の人が代理で申告する場合は委任状

⑫国外在住の親族を追加で扶養する人
送金証明書および親族であることを証明する書類

※申告会場での滞在時間短縮のため、特に作成に時間のかかる収
支内訳書や医療費控除明細書については、事前に自宅で作成して
おいてください。未作成の場合は申告相談が後になります。（申
告会場での代行作成は行いません）

確認

税務課　☎32-1103

新築・買取再販住宅

借入限度額
子育て世帯など

それ以外

5,000 万円

4,500 万円

4,500 万円

3,500 万円

4,000 万円

3,000 万円

認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅

　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在の登録所有者に課税されます。廃車、譲渡などにより、すでに車両を所有
していない場合でも、手続きをしない限り軽自動車税（種別割）は引き続き課税されます。４月２日以降に各届け出先で
手続きをしても、月割課税制度ではないため、その年度分の税金が課税されますので、３月 31日（土・日曜日の場合は
前開庁日）までに手続きをしてください。
　なお、３月は窓口が大変混雑しますので、日にちに余裕を持って手続きをしてください。

●手続きが必要となる場合
①車両を譲渡した　        ②使わなくなり処分する（した）
③盗難被害に遭った        ④所有者が死亡した　　　　　　　　　　　　など

●届け出先

※届け出に必要なものについては各届け出先にお問い合わせください。

●各種車両の登録について
　公道を走行しない車両でも軽自動車税（種別割）の課税対象となるため、登録の申告をしてナンバープレートを取り付
ける必要があります。なお、すでに車両を所有している場合で未申告の場合は、速やかに申告をしてください。また、下
記の車両については申告を忘れやすいのでご注意ください。
○農作業用トラクター・トレーラ、フォークリフトなどの小型特殊自動車
○ペダル付き原動機付自転車

●県外で廃車、住所変更、名義変更をしたとき
　養老町で課税されている 125 ㏄を超える二輪車や軽自動車について、岐阜県外で登録内容を変更した場合は、養老町で
の課税を止める（税止め）手続きが必要です。

●臨時運行許可（仮ナンバー）申請について
　未登録や車検切れなどの車両を臨時で運行する場合、申請により仮ナンバーの交付を受けることができます。申請の際
に提示する自動車車検証や自賠責保険証明書が電子交付されている場合、自動車車検証については自動車検査証記録事項
の写しを、自賠責保険証明書については引き続き原本を書面で提示してください。

手続きの方法など、詳しくは町ホームページをご覧ください。

車種

原動機付自転車
（排気量 125 ㏄以下）

小型特殊自動車
（農耕作業用トラクター・トレーラ、フォークリフトなど）

軽二輪
（排気量 125cc を超え 250cc 以下のもの）

二輪小型自動車
（排気量 250cc を超えるもの）

軽自動車
軽自動車検査協会　岐阜事務所
羽島市福寿町千代田三丁目 83番地

☎050-3816-1775

中部運輸局　岐阜陸運支局
岐阜市日置江 2648 番地の 1

☎050-5540-2053

税務課
高田 798 番地
☎32-1103

届け出先

令和７年度から適用される主な税制改正について

申告に必要な持ち物 税務課
☎32-1103
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バイク・軽自動車などの廃車や名義変更は３月末までに手続きを

軽自動車税についてのお知らせ

　書類がそろっていないと受け付けできない場合があります。
　下のチェックリストを使って、持ち物がそろっているか事前に確認しておきましょう。

○控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税
◆対象者：令和６年中の合計所得金額が 1,000 万円を超え 1,805 万円以下（給与収入の場合 1,195 万円を超え 2,000 万

円以下）で個人住民税所得割が課税される人のうち、令和６年中の合計所得金額が 48万円以下（給与収入の
場合 103 万円以下）の生計を一にする配偶者（国外居住者を除く）を有する人

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者：合計所得金額が 1,000 万円以下の納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、令
和６年中の合計所得金額が 48万円以下（給与収入の場合 103 万円以下）の人

◆減税額：令和７年度分の個人住民税の所得割額から１万円を上限として控除されます。

○子育て世帯などに対する住宅ローン控除の拡充
　子育て世帯など（18歳以下の扶養親族を有する人または自身もしくは配偶者のいずれかが 39歳以下の人）が令和６年
に新築住宅などに入居する場合は以下のとおり借入限度額が上乗せされ、令和４・５年の水準が維持されます。

〇令和６・７年に入居予定の新築住宅について、住宅ローン控除の申請を予定している人へ
　令和６年１月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html）

〇国外に居住する親族などの扶養控除などの申告に添付または提示しなければならない書類の見直し
　令和７年度の申告以降は、国外に居住する親族の配偶者控除や扶養控除などの申告に添付または提示する必要がある送
金関係書類として、電子決済手段等取引業者の書類またはその写しでその電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に
基づいて行う電子決済手段の移転によって、その親族などに支払いをしたことを明らかにするものが追加されます。

持ち物

①令和６年中の収入がわかる書類
源泉徴収票・収支内訳書・シルバー人材センターの配分
金支払証明書・個人年金の支払証明書など

②納付証明書
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・
国民年金保険料など

③控除証明書
生命保険・地震保険など

④障害者控除を受ける人
該当者の各種障害者手帳
または障害者控除対象者認定証

⑤医療費控除を受ける人
医療費控除の明細書または医療費通知

⑥寄附金（ふるさと納税など）控除を受ける人
寄附金の受領書などの寄附先と寄附金額を証明する書類

確認 持ち物

⑦手続きをする人（来場する人）の本人確認書類
顔写真あり／マイナンバーカード・運転免許証など１点
顔写真なし／被保険者証・年金手帳など２点

⑧申告者・扶養親族・事業専従者の個人番号確認書類
マイナンバーカード・通知カードなど

⑨確定申告のお知らせ（税務署からのはがき）

⑩所得税の還付を受ける人
申告者本人名義の預貯金口座番号がわかるもの

⑪代理で申告する人
世帯外の人が代理で申告する場合は委任状

⑫国外在住の親族を追加で扶養する人
送金証明書および親族であることを証明する書類

※申告会場での滞在時間短縮のため、特に作成に時間のかかる収
支内訳書や医療費控除明細書については、事前に自宅で作成して
おいてください。未作成の場合は申告相談が後になります。（申
告会場での代行作成は行いません）

確認

税務課　☎32-1103

新築・買取再販住宅

借入限度額
子育て世帯など

それ以外

5,000 万円

4,500 万円

4,500 万円

3,500 万円

4,000 万円

3,000 万円

認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅

　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在の登録所有者に課税されます。廃車、譲渡などにより、すでに車両を所有
していない場合でも、手続きをしない限り軽自動車税（種別割）は引き続き課税されます。４月２日以降に各届け出先で
手続きをしても、月割課税制度ではないため、その年度分の税金が課税されますので、３月 31日（土・日曜日の場合は
前開庁日）までに手続きをしてください。
　なお、３月は窓口が大変混雑しますので、日にちに余裕を持って手続きをしてください。

●手続きが必要となる場合
①車両を譲渡した　        ②使わなくなり処分する（した）
③盗難被害に遭った        ④所有者が死亡した　　　　　　　　　　　　など

●届け出先

※届け出に必要なものについては各届け出先にお問い合わせください。

●各種車両の登録について
　公道を走行しない車両でも軽自動車税（種別割）の課税対象となるため、登録の申告をしてナンバープレートを取り付
ける必要があります。なお、すでに車両を所有している場合で未申告の場合は、速やかに申告をしてください。また、下
記の車両については申告を忘れやすいのでご注意ください。
○農作業用トラクター・トレーラ、フォークリフトなどの小型特殊自動車
○ペダル付き原動機付自転車

●県外で廃車、住所変更、名義変更をしたとき
　養老町で課税されている 125 ㏄を超える二輪車や軽自動車について、岐阜県外で登録内容を変更した場合は、養老町で
の課税を止める（税止め）手続きが必要です。

●臨時運行許可（仮ナンバー）申請について
　未登録や車検切れなどの車両を臨時で運行する場合、申請により仮ナンバーの交付を受けることができます。申請の際
に提示する自動車車検証や自賠責保険証明書が電子交付されている場合、自動車車検証については自動車検査証記録事項
の写しを、自賠責保険証明書については引き続き原本を書面で提示してください。

手続きの方法など、詳しくは町ホームページをご覧ください。

車種

原動機付自転車
（排気量 125 ㏄以下）

小型特殊自動車
（農耕作業用トラクター・トレーラ、フォークリフトなど）

軽二輪
（排気量 125cc を超え 250cc 以下のもの）

二輪小型自動車
（排気量 250cc を超えるもの）

軽自動車
軽自動車検査協会　岐阜事務所
羽島市福寿町千代田三丁目 83番地

☎050-3816-1775

中部運輸局　岐阜陸運支局
岐阜市日置江 2648 番地の 1

☎050-5540-2053

税務課
高田 798 番地
☎32-1103

届け出先

令和７年度から適用される主な税制改正について

申告に必要な持ち物 税務課
☎32-1103
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※ 定 休 日：日 曜 日

営 業 時 間 9：00～18：00
祝 日 9：00～12：00

国民健康保険医療費通知（医療費のお知らせ）について

住民環境課　☎32-1104子ども課　☎32-5078

　国民健康保険に加入している世帯に医療費の状況をお伝えするため、定期的に「医療費通知（はがき）」を送付しています。
この医療費通知を添付することで、確定申告で医療費控除を受けるときに「医療費控除の明細書」の記入を簡略化するこ
とができますのでご活用ください。
　また、希望される人へ２月下旬以降に１月から 12月診療分の医療費のお知らせを発行しますので、住民環境課の窓口
で申請してください。医療費通知に記載のない医療費を申告する場合は、領収書をもとにご自身で「医療費控除の明細書」
の作成が必要です。
　なお、医療費控除の詳しい内容については、大垣税務署または国税庁のホームページを確認してください。
※１月から 10月診療分の医療費通知はすでに発送済みです。
　11月から 12月診療分の医療費通知は２月末頃に発送予定です。

〇申請に必要なもの
・国民健康保険証、資格確認書、マイナンバーカードのいずれか１点
・本人確認できるもの（運転免許証、マイナンバーカードなど）
　申請できるのは原則、同一世帯の人のみです。別世帯の人が申請する場合は委任状が必要です。

　令和６年10月より児童手当制度が一部改正され、拡充されましたが、下記に該当する人については申請手続きが必要です。

　　・高校生年代の児童を養育している人（中学生以下の子を養育しており、児童手当を既に受給している人を除く）…①
　　・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない人…②
　　・大学生年代の子（平成14年４月２日～平成18年４月１日生まれで、受給者に経済的負担があり、それを欠くと通常

の生活水準を維持できない子）を含めると第３子加算の対象となる人…③
　
①②に該当する人には、令和６年９月に申請案内を送付しています。
　令和６年10月の分から手当を受けるためには３月31日（月）が申請期限となりますので、お手続きがお済みでない人は
忘れずにお手続きください。
　※③に該当する人や、支給対象になる子の住所が養老町にない場合は、町からの申請書の
　　送付はありませんので、ご自身でお申し出ください。
　※受給資格者が公務員である場合は、勤務先へご申請ください。

　制度の詳細については、町ホームページまたはこども家庭庁ホームページをご確認ください。

児童手当のお手続きはお済みですか

　マイナンバーカードの申請、受け取り、電子証明書更新などの手続きについて、下記の日程で休日窓口を開設します。
休日窓口は完全予約制で、平日の８時30分から17時15分まで電話にて予約を受け付けします。

●２月の開設日
　開設日　２月９日（日）　　受付時間　９時～16時　　受付場所　住民環境課窓口
　※予約制ではありますが、手続きには１人あたり15分ほど時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。
 
●持ち物　＜カ ー ド の 申 請＞　個人番号カード交付申請書（お持ちの人のみ）、通知カード、
　　　　　　　　　　　　　　　　本人確認書類
　　　　　＜カードの受け取り＞　交付通知書（はがき）、通知カード、住民基本台帳カードまたは
　　　　　　　　　　　　　　　　マイナンバーカード（お持ちの人のみ）、本人確認書類
　　　　　＜電子証明書更新、暗証番号再設定＞　マイナンバーカード

【マイナンバーカードに関する手続きについて】
※必ず本人が窓口にお越しください。
　なお、15歳未満の人または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。
※マイナンバーカードの申請や受け取り時に暗証番号を記入していただきます。事前に暗証番号（英数字６桁以上16桁以
内および数字４桁）を決めておいてください。
 
【マイナンバーカードの申請について】
　スマートフォンやパソコンなどを使って、既に送付されている個人番号カード交付申請書のＱＲコードを読み取り、マ
イナンバーカードオンライン申請サイトにアクセスし、メールアドレスや顔写真などの必要事項を登録することでマイナ
ンバーカードの交付申請をすることができます。詳しくは「ＱＲコード付き交付申請書でマイナンバーカードをつくろ
う！ https://mynumbercard.soumu.go.jp」をご覧ください。

次回の休日窓口開設日は、３月９日（日）です。
　システムのメンテナンスなどで日時が変更になる場合があります。町ホームページでご確認ください。

マイナンバーカードに関する休日窓口を開設します令和７年４月１日受付分より清華苑の料金などが変わります

住民環境課　☎32-1104
住民環境課　☎32-1104

　４月１日受付分より養老町斎苑清華苑の使用料金などが下記のとおり変更となりますので、お知らせします。

種 別 東館
（全館）

東館
（半館）

西館
（新館）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

告 別 式 場

遺 族 等 控 室

祭 壇（通 常 使 用）

祭 壇（袖 段 な し）
※東 館（半 館）の み

和 室 ・ 洋 室

火 葬 料（大 人）

火 葬 料（小 人）

消 耗 品

合 計（大 人）
①＋②＋③＋⑤＋⑥＋⑧
①＋②＋④＋⑤＋⑥＋⑧

合 計（小 人）
①＋②＋③＋⑤＋⑦＋⑧
①＋②＋④＋⑤＋⑦＋⑧

109,980

31,380

94,260

―

31,410

13,000

11,000

1,000

281,030

―

279,030

―

56,550

15,690

78,480

52,320

31,410

13,000

11,000

1,000

196,130

169,970

194,130

167,970

87,990

15,690

84,840

―

31,410

13,000

11,000

1,000

233,930

―

231,930

―

種 別 東館
（東）

東館
（全館）

東館
（西）

西館
（新館）

①

②

③

④

⑤

⑥

告 別 式 場

遺 族 等 控 室

和 室 ・ 洋 室

火 葬 料（大 人）

火 葬 料（小 人）

消 耗 品

合 計（大 人）
①＋②＋③＋④＋⑥

合 計（小 人）
①＋②＋③＋⑤＋⑥

28,000

15,000

31,000

13,000

11,000

1,000

88,000

86,000

109,000

31,000

31,000

13,000

11,000

1,000

185,000

183,000

28,000

15,000

―

13,000

11,000

1,000

57,000

55,000

87,000

15,000

46,000

13,000

11,000

1,000

162,000

160,000

（現在の料金） （令和７年４月１日からの新料金）

＜使用形態の変更点＞
・東館（西）の使用洋室（水仙の間）が西館（新館）の使用洋室と
なります。
・祭壇は使用できません。（持ち込みのみ可）

児童手当制度の拡充について
（町ホームページ）

広報ようろう　2025.2.111 広報ようろう　2025.2.1 10



※ 定 休 日：日 曜 日

営 業 時 間 9：00～18：00
祝 日 9：00～12：00

国民健康保険医療費通知（医療費のお知らせ）について

住民環境課　☎32-1104子ども課　☎32-5078

　国民健康保険に加入している世帯に医療費の状況をお伝えするため、定期的に「医療費通知（はがき）」を送付しています。
この医療費通知を添付することで、確定申告で医療費控除を受けるときに「医療費控除の明細書」の記入を簡略化するこ
とができますのでご活用ください。
　また、希望される人へ２月下旬以降に１月から 12月診療分の医療費のお知らせを発行しますので、住民環境課の窓口
で申請してください。医療費通知に記載のない医療費を申告する場合は、領収書をもとにご自身で「医療費控除の明細書」
の作成が必要です。
　なお、医療費控除の詳しい内容については、大垣税務署または国税庁のホームページを確認してください。
※１月から 10月診療分の医療費通知はすでに発送済みです。
　11月から 12月診療分の医療費通知は２月末頃に発送予定です。

〇申請に必要なもの
・国民健康保険証、資格確認書、マイナンバーカードのいずれか１点
・本人確認できるもの（運転免許証、マイナンバーカードなど）
　申請できるのは原則、同一世帯の人のみです。別世帯の人が申請する場合は委任状が必要です。

　令和６年10月より児童手当制度が一部改正され、拡充されましたが、下記に該当する人については申請手続きが必要です。

　　・高校生年代の児童を養育している人（中学生以下の子を養育しており、児童手当を既に受給している人を除く）…①
　　・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない人…②
　　・大学生年代の子（平成14年４月２日～平成18年４月１日生まれで、受給者に経済的負担があり、それを欠くと通常

の生活水準を維持できない子）を含めると第３子加算の対象となる人…③
　
①②に該当する人には、令和６年９月に申請案内を送付しています。
　令和６年10月の分から手当を受けるためには３月31日（月）が申請期限となりますので、お手続きがお済みでない人は
忘れずにお手続きください。
　※③に該当する人や、支給対象になる子の住所が養老町にない場合は、町からの申請書の
　　送付はありませんので、ご自身でお申し出ください。
　※受給資格者が公務員である場合は、勤務先へご申請ください。

　制度の詳細については、町ホームページまたはこども家庭庁ホームページをご確認ください。

児童手当のお手続きはお済みですか

　マイナンバーカードの申請、受け取り、電子証明書更新などの手続きについて、下記の日程で休日窓口を開設します。
休日窓口は完全予約制で、平日の８時30分から17時15分まで電話にて予約を受け付けします。

●２月の開設日
　開設日　２月９日（日）　　受付時間　９時～16時　　受付場所　住民環境課窓口
　※予約制ではありますが、手続きには１人あたり15分ほど時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。
 
●持ち物　＜カ ー ド の 申 請＞　個人番号カード交付申請書（お持ちの人のみ）、通知カード、
　　　　　　　　　　　　　　　　本人確認書類
　　　　　＜カードの受け取り＞　交付通知書（はがき）、通知カード、住民基本台帳カードまたは
　　　　　　　　　　　　　　　　マイナンバーカード（お持ちの人のみ）、本人確認書類
　　　　　＜電子証明書更新、暗証番号再設定＞　マイナンバーカード

【マイナンバーカードに関する手続きについて】
※必ず本人が窓口にお越しください。
　なお、15歳未満の人または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。
※マイナンバーカードの申請や受け取り時に暗証番号を記入していただきます。事前に暗証番号（英数字６桁以上16桁以
内および数字４桁）を決めておいてください。
 
【マイナンバーカードの申請について】
　スマートフォンやパソコンなどを使って、既に送付されている個人番号カード交付申請書のＱＲコードを読み取り、マ
イナンバーカードオンライン申請サイトにアクセスし、メールアドレスや顔写真などの必要事項を登録することでマイナ
ンバーカードの交付申請をすることができます。詳しくは「ＱＲコード付き交付申請書でマイナンバーカードをつくろ
う！ https://mynumbercard.soumu.go.jp」をご覧ください。

次回の休日窓口開設日は、３月９日（日）です。
　システムのメンテナンスなどで日時が変更になる場合があります。町ホームページでご確認ください。

マイナンバーカードに関する休日窓口を開設します令和７年４月１日受付分より清華苑の料金などが変わります

住民環境課　☎32-1104
住民環境課　☎32-1104

　４月１日受付分より養老町斎苑清華苑の使用料金などが下記のとおり変更となりますので、お知らせします。

種 別 東館
（全館）

東館
（半館）

西館
（新館）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

告 別 式 場

遺 族 等 控 室

祭 壇（通 常 使 用）

祭 壇（袖 段 な し）
※東 館（半 館）の み

和 室 ・ 洋 室

火 葬 料（大 人）

火 葬 料（小 人）

消 耗 品

合 計（大 人）
①＋②＋③＋⑤＋⑥＋⑧
①＋②＋④＋⑤＋⑥＋⑧

合 計（小 人）
①＋②＋③＋⑤＋⑦＋⑧
①＋②＋④＋⑤＋⑦＋⑧

109,980

31,380

94,260

―

31,410

13,000

11,000

1,000

281,030

―

279,030

―

56,550

15,690

78,480

52,320

31,410

13,000

11,000

1,000

196,130

169,970

194,130

167,970

87,990

15,690

84,840

―

31,410

13,000

11,000

1,000

233,930

―

231,930

―

種 別 東館
（東）

東館
（全館）

東館
（西）

西館
（新館）

①

②

③

④

⑤

⑥

告 別 式 場

遺 族 等 控 室

和 室 ・ 洋 室

火 葬 料（大 人）

火 葬 料（小 人）

消 耗 品

合 計（大 人）
①＋②＋③＋④＋⑥

合 計（小 人）
①＋②＋③＋⑤＋⑥

28,000

15,000

31,000

13,000

11,000

1,000

88,000

86,000

109,000

31,000

31,000

13,000

11,000

1,000

185,000

183,000

28,000

15,000

―

13,000

11,000

1,000

57,000

55,000

87,000

15,000

46,000

13,000

11,000

1,000

162,000

160,000

（現在の料金） （令和７年４月１日からの新料金）

＜使用形態の変更点＞
・東館（西）の使用洋室（水仙の間）が西館（新館）の使用洋室と
なります。
・祭壇は使用できません。（持ち込みのみ可）

児童手当制度の拡充について
（町ホームページ）

広報ようろう　2025.2.111 広報ようろう　2025.2.1 10



子ども課　☎32-5078

養老町こども計画に対して皆さまのご意見をお聞かせください
　「こども基本法」および「こども大綱」に基づき、すべてのこども・若者が等しく健やかで幸せに育ち、「こどもまん
なか社会」の実現を目指すため、「養老町子ども・子育て会議」をはじめ、アンケート調査などを行うことで様々な角度
からご意見をいただきながら計画の内容を検討してきました。
　今回は、より広く町民の皆さまからご意見をいただくことで、計画をよりよいものとし、これに基づく取り組みの推進
に役立てるため、計画の案を公表し、パブリックコメントを実施します。

【案 件 の 名 称】養老町こども計画（令和７年度～令和11年度）
【募 集 期 間】２月28日(金)まで
【意見を提出できる人】本町に在住、在勤、在学・在園の人、本町の子育て支援施設を利用する人など
【提 出 方 法】（１）窓口への持参（２）郵送（３）ＦＡＸ（４）電子メール
【提 出 先】養老町役場　住民福祉部子ども課
　　　　　　　　　　　〒503-1392　岐阜県養老郡養老町高田798番地
　　　　　　　　　　　FAX：32-2686　メールアドレス：18kodomo@town.yoro.gifu.jp

※郵送の場合は、募集期間の末日までの消印のものを有効とします。
　住所、氏名または名称（法人や団体の場合は代表者名も明記）、電話番号は必ず記載してください。
　指定の様式はなく、様式は任意ですが、参考様式を町ホームページに掲載しています。
※意見を提出された人の住所・氏名・名称・代表者名は公表しません。

詳細は、町ホームページまたは子ども課窓口において閲覧できます。

住民環境課　☎32-1104

野外焼却（野焼き）はやめましょう！
　野外焼却 (いわゆる野焼き )は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 16条の２」により、一部の例外を除いて禁止
されています。
　少量であっても、家庭から出るごみ（紙類・剪定枝など）をドラム缶やブロック囲いを利用したり、地面に穴を掘るな
どして焼却をしてはいけません。

例外となるもの：
・焼畑や畔の草の焼却 (農業・林業で必要な場合 )
・しめ縄や門松などを焚く（左義長、どんと焼き）、卒塔婆の供養焼却
・国または地方公共団体が施設管理に必要な場合
・震災や風水害、その他災害の予防・応急対策または復旧に必要な場合
　上記のように、例外的に野焼きが認められる場合であっても、発生する煙や灰などが悪臭や大気汚染の原因となるため、
他人の迷惑にならないようにしなければなりません。
　野焼きをすることは火災発生や悪臭の原因となるため、周辺に住む人にとって様々な被害や心配を与えることとなりま
す。良好な生活環境を維持するため、廃棄物は適切に処理し、野焼きはやめましょう。

ＳＤＧｓ“持続可能な養老のまちづくり”
～養老町制施行70周年記念　生ごみ減量のための町民公開講座の開催についてのご案内～
　生ごみの約80％は水分です。そのまま燃えるごみとして出すと焼却効率が悪く、多大な経費がかかります。生活と環境
を考える会では、ＥＭ（有用微生物群）を活用したボカシを使って生ごみを良質な肥料へと変え、家庭菜園や花壇作りに
活用して楽しんでいます。そのまま流すとヘドロの原因となる米のとぎ汁も、花や野菜、木にとっては栄養満点の肥料と
なります。どんなものも、ごみとして捨てるのではなく有効に活用していきましょう。

開催日時：２月６日（木）　　　　　　　　　　　　　　　13時20分　～　15時30分
開催場所：町中央公民館　中ホール
内　　容：生ごみを良質な堆肥へ　　　　　　　　　　　　13時20分　～　13時30分
　　　　　菜園講座「春野菜の種のまき方・育て方」　　　13時30分　～　15時30分
　　　　　講師　柳瀬　正俊　氏
　　　　　・ボカシを活用した生ごみ堆肥で土作り、春野菜の種のまき方と育て方など
　　　　　　について、実演を交えながら講演と質疑応答を行います。
主　　催：生活と環境を考える会　会長　佐竹　☎32-2386

※植物性廃油の回収も行いますので、入っていた容器に入れてきてください

地球温暖化がどんどんと進み、自然災害の発生も増加しています。まずは食品のロスをなくし、畑のある人は生ごみを堆肥にする。ペ
ットボトル・ビン・缶・トレイなどは使った後にごみとせず、資源として再利用する。こういった「自分でできること」を実践してい
きましょう。地球の環境を守っていくうえで大切なのは「皆さまひとりひとりの心がけ」です。

生活と環境を考える会　☎32-2386
住民環境課　　　　　　☎32-1104

令和６年度推進会議の表彰者をご紹介します

生涯学習課　☎32-5086

　「推進会議表彰」は、各支部やスポーツ少年団において地域の発展、地域住民の生活や文化の向上に長年にわたり尽力さ
れた人の功績をたたえるため、「推進会議表彰規定」に基づき実施しているものです。
　今年度は１月 19日（日）に開催された「推進会議推進大会」の中で表彰式が執り行われ、各分野で功績のあった 30人
と１団体が表彰されました。

表彰者【敬称略・（　）内は支部】
＜生涯学習＞
田中　良実（高田）　　髙木　寛（高田）　　　佐藤　廣之（高田）　　　伊藤　育朗（高田）　　村上　竜也（高田）
野村　佳隆（高田）　　　𦚰　孝男（小畑）　　近藤　眞智子（小畑）　　髙木　文芳（日吉）　　久野 あや子（養老）
西脇　恵子（養老）　　古山　学（日吉）　　　野村　昌司（日吉）

＜生涯スポーツ＞
長屋　道幸（高田）　　野村　武司（高田）

＜青少年育成＞
田中　憲一（笠郷）　　出口　千晴（笠郷）　　藤井　清明（笠郷）　　松岡　拓郎（笠郷）　　森　竜太（笠郷）
安田　信由（スポーツ少年団）　　　　　　　　和田子ども会育成会（笠郷）

＜町民憲章＞
三田　正敏（高田）　　髙木　富三（高田）　　西脇　定美（高田）　　伊藤　泰雄（上多度）　前田　勝治（池辺）
佐竹　孝美（小畑）　　加納　靖弘（多芸）　　清水　信吾（多芸）　　中野　和雄（日吉）

養老町こども計画パブコメ
（町ホームページ）
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子ども課　☎32-5078

養老町こども計画に対して皆さまのご意見をお聞かせください
　「こども基本法」および「こども大綱」に基づき、すべてのこども・若者が等しく健やかで幸せに育ち、「こどもまん
なか社会」の実現を目指すため、「養老町子ども・子育て会議」をはじめ、アンケート調査などを行うことで様々な角度
からご意見をいただきながら計画の内容を検討してきました。
　今回は、より広く町民の皆さまからご意見をいただくことで、計画をよりよいものとし、これに基づく取り組みの推進
に役立てるため、計画の案を公表し、パブリックコメントを実施します。

【案 件 の 名 称】養老町こども計画（令和７年度～令和11年度）
【募 集 期 間】２月28日(金)まで
【意見を提出できる人】本町に在住、在勤、在学・在園の人、本町の子育て支援施設を利用する人など
【提 出 方 法】（１）窓口への持参（２）郵送（３）ＦＡＸ（４）電子メール
【提 出 先】養老町役場　住民福祉部子ども課
　　　　　　　　　　　〒503-1392　岐阜県養老郡養老町高田798番地
　　　　　　　　　　　FAX：32-2686　メールアドレス：18kodomo@town.yoro.gifu.jp

※郵送の場合は、募集期間の末日までの消印のものを有効とします。
　住所、氏名または名称（法人や団体の場合は代表者名も明記）、電話番号は必ず記載してください。
　指定の様式はなく、様式は任意ですが、参考様式を町ホームページに掲載しています。
※意見を提出された人の住所・氏名・名称・代表者名は公表しません。

詳細は、町ホームページまたは子ども課窓口において閲覧できます。

住民環境課　☎32-1104

野外焼却（野焼き）はやめましょう！
　野外焼却 (いわゆる野焼き )は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 16条の２」により、一部の例外を除いて禁止
されています。
　少量であっても、家庭から出るごみ（紙類・剪定枝など）をドラム缶やブロック囲いを利用したり、地面に穴を掘るな
どして焼却をしてはいけません。

例外となるもの：
・焼畑や畔の草の焼却 (農業・林業で必要な場合 )
・しめ縄や門松などを焚く（左義長、どんと焼き）、卒塔婆の供養焼却
・国または地方公共団体が施設管理に必要な場合
・震災や風水害、その他災害の予防・応急対策または復旧に必要な場合
　上記のように、例外的に野焼きが認められる場合であっても、発生する煙や灰などが悪臭や大気汚染の原因となるため、
他人の迷惑にならないようにしなければなりません。
　野焼きをすることは火災発生や悪臭の原因となるため、周辺に住む人にとって様々な被害や心配を与えることとなりま
す。良好な生活環境を維持するため、廃棄物は適切に処理し、野焼きはやめましょう。

ＳＤＧｓ“持続可能な養老のまちづくり”
～養老町制施行70周年記念　生ごみ減量のための町民公開講座の開催についてのご案内～
　生ごみの約80％は水分です。そのまま燃えるごみとして出すと焼却効率が悪く、多大な経費がかかります。生活と環境
を考える会では、ＥＭ（有用微生物群）を活用したボカシを使って生ごみを良質な肥料へと変え、家庭菜園や花壇作りに
活用して楽しんでいます。そのまま流すとヘドロの原因となる米のとぎ汁も、花や野菜、木にとっては栄養満点の肥料と
なります。どんなものも、ごみとして捨てるのではなく有効に活用していきましょう。

開催日時：２月６日（木）　　　　　　　　　　　　　　　13時20分　～　15時30分
開催場所：町中央公民館　中ホール
内　　容：生ごみを良質な堆肥へ　　　　　　　　　　　　13時20分　～　13時30分
　　　　　菜園講座「春野菜の種のまき方・育て方」　　　13時30分　～　15時30分
　　　　　講師　柳瀬　正俊　氏
　　　　　・ボカシを活用した生ごみ堆肥で土作り、春野菜の種のまき方と育て方など
　　　　　　について、実演を交えながら講演と質疑応答を行います。
主　　催：生活と環境を考える会　会長　佐竹　☎32-2386

※植物性廃油の回収も行いますので、入っていた容器に入れてきてください

地球温暖化がどんどんと進み、自然災害の発生も増加しています。まずは食品のロスをなくし、畑のある人は生ごみを堆肥にする。ペ
ットボトル・ビン・缶・トレイなどは使った後にごみとせず、資源として再利用する。こういった「自分でできること」を実践してい
きましょう。地球の環境を守っていくうえで大切なのは「皆さまひとりひとりの心がけ」です。

生活と環境を考える会　☎32-2386
住民環境課　　　　　　☎32-1104

令和６年度推進会議の表彰者をご紹介します

生涯学習課　☎32-5086

　「推進会議表彰」は、各支部やスポーツ少年団において地域の発展、地域住民の生活や文化の向上に長年にわたり尽力さ
れた人の功績をたたえるため、「推進会議表彰規定」に基づき実施しているものです。
　今年度は１月 19日（日）に開催された「推進会議推進大会」の中で表彰式が執り行われ、各分野で功績のあった 30人
と１団体が表彰されました。

表彰者【敬称略・（　）内は支部】
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（町ホームページ）
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大垣年金事務所　☎78-5166

　国民年金保険料（以降 年金保険料）は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。令和
６年１月１日から９月 30日までの間に国民年金保険料を納付した人には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書」が既に送られています。（令和６年 10月１日から 12月 31日までの間に国民年金保険料を納付した
人に対しては令和７年２月上旬に送られます）確定申告の際に社会保険料控除を受ける場合は、必ずこの控除証明書（または
領収証書）を添付してください。
　また、e-Tax での確定申告などに利用できる控除証明書の電子データを、マイナポータルで受け取ることができます。詳し
くは日本年金機構のホームページをご覧ください。
※「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関しては、下記までお問い合わせください。

国民年金保険料は社会保険料控除の対象です！

岐阜県中央家畜保健衛生所　防疫係　☎058-201-0530

産業観光課　☎32-1108
建設課　　　☎32-5081

建設課　☎32-5081

　法律により、毎年２月１日時点での家畜・家きんを飼育している状況（飼育者の氏名、住所、飼育場所、種類、頭羽数
など）を県へ報告することが義務付けられています。（ペットを含む）
　報告様式に必要事項を記入していただき、県中央家畜保健衛生所へ郵送などにより提出をお願いします。報告様式や詳
細につきましては県中央家畜保健衛生所ホームページに掲載されています。なお、ご不明な点などございましたら下記ま
でお問い合わせください。

報告対象
　家　畜：牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、イノシシ　など
　家きん：鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥　など

　養老Ｐａｙから町オンデマンドバスの予約ができるようになりました。更に便利になった「養老Ｐａｙ×オンデマンド
バス」を推進するため、養老Ｐａｙサンクスキャンペーン第４弾～養老町オンデマンドバス推進～を開催します。ぜひご
参加ください！

キャンペーン実施期間・場所
　２月８日（土）９時30分～11時30分（ザ・ビッグ養老店）
　　　　　　　　13時30分～15時30分（コノミヤ　トミダヤ養老店）
　２月22日（土）９時30分～11時30分（スーパーマーケット　バロー養老店）
　　　　　　　　13時30分～15時30分（スーパーセンター　オークワ養老店）
キャンペーン内容
　①養老Ｐａｙアプリ会員登録・オンデマンドバス利用者登録のご案内
　②オンデマンドバスとの連携方法、予約方法の説明
　③オンデマンドバス乗車・決済体験（停車中のバスで体験いただきます）
参加者特典
　　キャンペーンに参加し、養老Ｐａｙアプリとオンデマンドバス利用者証を連携していただいた人に、養老Ｐａｙ地域
ポイント1,000円分プレゼント

　国土交通省中部地方整備局が実施する「河川管理施設の適切な管理・操作に従事した個人に対する表彰」において、長
年にわたり、町内にある排水機場や樋管が支障なく作動するよう、適切な管理・操作に従事した２人が、木曽川上流河川
事務所長より表彰されましたのでご紹介いたします。

受賞者（敬称略・順不同）
沢田悪水樋管　大橋 唯史　　　　金草川排水機場　川瀬 里志

家畜や家きんを飼育している皆さまへ

養老Ｐａｙサンクスキャンペーン第４弾～養老町オンデマンドバス推進～

河川管理施設の適切な管理・操作に従事した個人に対する表彰について

総務課　☎32-1101

情報伝達手段 放送内容

防災行政無線

　町内に設置してある防災行政無線（戸別受信機も含む）から、一斉に、次のように放送されます。
【放送内容】
上りチャイム音
「これは、Ｊアラートのテストです」×３
「こちらは、こうほうようろうです」
下りチャイム音

※Jアラートとは、自然災害や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

　自然災害や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達試験を行います。この試験は、全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）(※)を用いた試験で、養老町以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達試験が行われます。

（１）試験実施日時　２月 12日（水）11時頃
（２）試験で行う放送試験

防災行政無線などを用いた情報伝達試験の実施について

養老町婚活サポーターを募集します！

子ども課　☎32-5078

　町は、少子化対策の一環として、婚活支援事業を実施しています。結婚を考えている人の「お世話焼き役」としてボラ
ンティアで活動していただける婚活サポーターを募集します。

主な活動：地域のネットワークを生かして、結婚を希望する人の身近な相談相手となっていただきます。不定期ですが、
婚活イベントやセミナーなども主催します。

対象者（申込資格）：・町内に在住または在勤の人（学生不可）
　　　　　　　　　・個人情報を適切に管理し、秘密の保持ができる人
　　　　　　　　　・講習に参加できる人
定 員：３人程度（応募者多数の場合は選考となります）
申込方法：子ども課にて申請書を記入していただきます。

～現サポーターよりメッセージ～
　自分の関わった人が結婚した瞬間はとても感動します！みんなでアイデアを出し合って、１組でも多くの人が成婚でき
るように一緒に頑張りましょう！

【運営委託】　養老町婚活サポーターの会
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日（
金
）

■問
■申
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
☎
33

－

０
２
７
０

■
定
員
　
先
着
15
組
程
度

■
参
加
費
　
子
ど
も
１
人
に
つ
き
１
０
０
円

■問
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
☎
34

－

３
５
０
４

〜
①
楽
し
い
リ
ズ
ム
〜

　
ふ
れ
あ
い
遊
び
や
リ
ズ
ム
遊
び
な
ど

を
行
い
ま
す
。

■
日
時
　
２
月
４
日（
火
）10
時
〜
11
時
30
分

〜
②
楽
し
い
読
み
聞
か
せ
〜

　
大
型
絵
本
や
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
な
ど

の
読
み
聞
か
せ
を
行
い
ま
す
。

■
日
時
　
２
月
13
日（
木
）10
時
〜
11
時
30
分

〜
③
ス
マ
イ
ル（
製
作
）〜

　
ゆ
ら
ゆ
ら
び
な
を
作
り
、
絵
本
の
読

み
聞
か
せ
を
行
い
ま
す

■
日
時
　
２
月
18
日（
火
）10
時
〜
11
時
30
分

〜
④
体
を
つ
か
っ
て
遊
ぼ
う
〜

　
こ
こ
ろ
と
体
を
育
む
楽
し
い
運
動
遊

び
な
ど
を
行
い
ま
す
。

■
日
時
　
２
月
25
日（
火
）10
時
〜
11
時
30
分

〈
①
②
③
④
共
通
事
項
〉

■
場
所
　
町
福
祉
セ
ン
タ
ー（
遊
戯
室
）

■
対
象
　
未
就
園
児
と
保
護
者

〜
親
子
ラ
ン
ド
〜

　
タ
ン
バ
リ
ン
を
作
っ
て
、
み
ん
な
で

演
奏
し
ま
し
ょ
う
。

■
日
時
　
２
月
５
日（
水
）10
時
〜
11
時
30
分

■
場
所
　
町
保
健
セ
ン
タ
ー

■
対
象
　
未
就
園
児
と
保
護
者

■問
町
福
祉
セ
ン
タ
ー（
児
童
館
）

　
☎
32

－

１
１
４
７

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　fukushi-ct@
tow
n.yoro.gifu.jp

〈
共
通
事
項
〉

■
勤
務
時
間
　
月
〜
金
曜
日（
基
本
、
給

食
実
施
日
）園
と
職
種
に
よ
り
早
番
・

遅
番
、
土
曜
日
出
勤
あ
り※

時
間
に

つ
い
て
は
応
相
談

■
対
象
　
健
康
な
人（
年
齢
不
問
）

■
募
集
人
数
　
若
干
名

■
勤
務
地
　
町
内
公
立
こ
ど
も
園

■
雇
用
期
間
　
採
用
時
〜
令
和
８
年
３

月
末（
条
件
を
満
た
す
場
合
、
再
度

の
任
用
あ
り
）

■
手
当
　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、

通
勤
手
当
、期
末
勤
勉
手
当（
年
２
回
）

あ
り

■
保
険
　
原
則
、
健
康
保
険
・
労
働
保
険

な
ど
加
入（
雇
用
形
態
に
よ
り
応
相
談
）

■
必
要
書
類
な
ど
　
履
歴
書（
市
販
の

も
の
に
写
真
貼
付
）、
印
鑑
、
免
許

状
・
資
格
証
な
ど
の
写
し

■
申
込
期
限
　
２
月
21
日（
金
）

■問
■申
子
ど
も
課
　
☎
32

－
５
０
７
８

留
守
家
庭
児
童
教
室
指
導
員

■
報
酬（
時
給
）　
１
，
０
０
２
円

■
勤
務
内
容
　
放
課
後
保
護
に
欠
け
る

家
庭
に
か
わ
り
、
遊
び
を
通
じ
て
自

主
性
・
創
造
性
を
育
て
る
児
童
の
サ

ポ
ー
ト

■
そ
の
他
　
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定

資
格
保
有
者
優
遇

■
勤
務
時
間
　
月
〜
金
曜
日
　
14
時
30

分
〜
18
時
45
分
、
土
曜
日
・
夏
期
休

業
日
な
ど
　
７
時
45
分
〜
18
時
45
分

■
対
象
　
健
康
な
人（
年
齢
不
問
）

■
募
集
人
数
　
若
干
名

■
勤
務
地
　
町
内
小
学
校

■
雇
用
期
間
　
採
用
時
〜
令
和
８
年
３

月
末（
条
件
を
満
た
す
場
合
、
再
度

の
任
用
あ
り
）

　
掲
載
し
て
い
る
情
報
は
、
予
定
が
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

①
こ
ど
も
園
給
食
調
理
員

■
報
酬（
時
給
）　
１
，
０
０
７
円（
調
理

師
免
許
を
有
す
る
人
は
１
，
０
２
３
円
）

■
勤
務
内
容
　
給
食
調
理
・
お
や
つ
の

準
備
お
よ
び
食
器
洗
浄
業
務
な
ど

②
こ
ど
も
園
園
務
員

■
報
酬（
時
給
）　
１
，
０
０
２
円

■
勤
務
内
容
　
事
務
作
業
な
ど

③
こ
ど
も
園
支
援
員・看
護
師・准
看
護
師

■
報
酬（
時
給
）

　
支
援
員
　
　
１
，
０
５
０
円
〜
１
，
１
５
０
円

　
看
護
師
　
　
１
，
３
７
６
円

　
准
看
護
師
　
１
，
３
０
８
円

■
勤
務
内
容
　
特
別
な
支
援
を
必
要
と

す
る
園
児
の
サ
ポ
ー
ト

■
必
要
資
格
　
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭

な
ど
／
看
護
師
・
准
看
護
師
な
ど

　
親
子
あ
つ
ま
れ
！
養
老
町
の
子
育
て

サ
ー
ク
ル
で
す
。
楽
し
い
親
子
プ
ロ
グ

ラ
ム
や
交
流
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

〜
親
子
ひ
ろ
ば
〜

〈
親
子
の
絆
深
め
る
ベ
ビ
ー
ダ
ン
ス
＆

お
し
ゃ
べ
り
会
〉

　
０
〜
１
歳
ベ
ビ
マ
マ
で
楽
し
も
う

■
日
時
　
２
月
19
日（
水
）10
時
〜
12
時

■
場
所
　
Ｙ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｅ

詳
細
は
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

@
kosodate_share_coco46

に
て

■問
■申
子
育
て
シ
ェ
ア
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
　

　
　
担
当
　
川
瀬

　
　
☎
０
８
０

－

３
５
６
８

－

２
４
６
９

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　Sharecoco46@
gm
ail.com

　
岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主

催
の
依
存
症
専
門
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
　
２
月
28
日（
金
）14
時
〜
14
時

50
分
、
15
時
〜
15
時
50
分（
要
予
約
）

■
場
所
　
岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー（
岐
阜
市
鷺
山
向
井
２
５
６
３

－

18
）

■
対
象
　
ア
ル
コ
ー
ル
、
薬
物
、
ゲ
ー

ム
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ギ
ャ
ン
ブ

ル
な
ど
へ
の
依
存
の
問
題
を
抱
え
て

い
る
人
な
ら
び
に
そ
の
家
族
な
ど

■
内
容
　
面
談
に
よ
る
相
談
、
情
報
提

供
、
助
言
な
ど

■
申
込
　
岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
へ
電
話
に
て
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

■問
■申
岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
☎
０
５
８

－

２
３
１

－

９
７
２
４

　
様
々
な
問
題
を
複
合
的
に
抱
え
て
い

る
場
合
は
、
弁
護
士
や
臨
床
心
理
士
な

ど
の
専
門
家
に
相
談
す
る
こ
と
で
、
解

決
の
糸
口
が
見
つ
か
っ
た
り
、
心
の
負

担
を
軽
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

■
日
時
　
３
月
３
日（
月
）13
時
〜
16
時

頃（
要
予
約
）※

予
約
時
に
時
間
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

■
場
所
　
西
濃
保
健
所（
西
濃
総
合
庁

舎
　
大
垣
市
江
崎
町
４
２
２

－

３
）

■問
■申
西
濃
保
健
所
　
健
康
増
進
課

　
　
☎
73

－

１
１
１
１

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
垣
は
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
津
島
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
桑
名
と

合
同
で「
令
和
６
年
度
木
曽
三
川
合
同

就
職
フ
ェ
ア
」を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時
　
２
月
14
日（
金
）13
時
30
分
〜

15
時
30
分
　（
開
場
13
時
）

■
場
所
　
海
津
市
Ｏ
Ｃ
Ｔ
文
化
セ
ン

タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル
　（
海
津
市
海

津
町
高
須
５
８
５

－

１
）

■
対
象
　
一
般
求
職
者
お
よ
び
令
和
７

年
３
月
卒
業
予
定
者
、
卒
業
後
３
年

以
内
の
既
卒
者

■
参
加
企
業
　
27
社（
予
定
）

■問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
垣
　
求
人
企
画
部
門

　
☎
73

－

９
２
９
６

　（
公
社
）岐
阜
県
宅
地
建
物
取
引
業
協

会
で
は
、
不
動
産
の
取
引
に
関
す
る
苦

情
や
ト
ラ
ブ
ル
、
法
律
、
そ
の
他
不
動

産
に
関
す
る
悩
み
ご
と
な
ど
の
相
談
会

を
開
催
し
ま
す

■
日
時
　
２
月
５
日（
水
）13
時
30
分
〜

15
時
30
分

■
場
所
　
町
中
央
公
民
館
　
第
１
会
議
室

■問（
公
社
）岐
阜
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

　
西
濃
支
部

　
☎
73

－

２
３
０
０

　
12
月
の
上
水
道
・
簡
易
水
道
の
水
質

検
査
の
結
果
は
、
各
検
査
項
目
と
も
異

常
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

■問
水
道
課
　
☎
32

－

５
０
８
２
　

〜
②
簡
単
！
お
弁
当
づ
く
り
〜

■
日
時
　
３
月
12
日（
水
）10
時
〜
12
時

（
受
付
９
時
30
分
〜
）

■
申
込
期
間
　
２
月
25
日（
火
）〜（
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

■
場
所
　
町
中
央
公
民
館
　
調
理
室

■
対
象
　
未
就
園
児
と
保
護
者

■
定
員
　
６
組
程
度

■
参
加
費
　
１
人
１
０
０
円

■
持
ち
物
　
飲
料
水
・
エ
プ
ロ
ン
・
三

角
巾
・
マ
ス
ク
な
ど
を
持
参
く
だ
さ

い
。

※

未
就
園
児
の
お
子
さ
ま
を
お
連
れ
の

場
合
は
託
児
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、

お
子
さ
ま
が
こ
ど
も
園
や
保
育
園
に

通
園
し
て
い
る
場
合
で
も
参
加
可
能

で
す
。
申
し
込
み
の
際
に
託
児
が
必

要
か
不
要
か
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
共
通
事
項
〉

■
申
込
　
申
込
期
間
内
に

「ichigo_kosodate@
yahoo.co.jp

」

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
ち
ご
専
用
メ
ー
ル)

へ
参

加
予
定
の
保
護
者
の
氏
名
、
お
子
さ
ん

の
名
前（
ふ
り
が
な
、
学
年
、
年
齢
）、

住
所
、
連
絡
先（
電
話
番
号
）を
明
記
の

う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他
　
携
帯
電
話
か
ら
申
し
込
む
人

は
、
パ
ソ
コ
ン
か
ら
の
メ
ー
ル
を
受
信

で
き
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■問
■申
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
ち
ご
　
山
内
智
音 

　
☎
０
９
０

－

２
１
３
８

－

５
３
４
０

〜
つ
ば
め
食
堂（
こ
ど
も
食
堂
）〜

　
み
ん
な
で
食
べ
る
と
お
い
し
い
ね
。

食
べ
た
後
は
児
童
館
で
遊
ぼ
う
♪

　
今
回
の
メ
ニ
ュ
ー
は「
と
り
の
か
ら

揚
げ
　
ほ
か
」で
す
。

※

食
事
の
持
ち
帰
り
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
日
時
　
２
月
15
日（
土
）12
時
〜

■
申
込
期
間
　
２
月
５
日（
水
）〜（
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

■
場
所
　
町
福
祉
セ
ン
タ
ー（
児
童
館
）

■
対
象
　
中
学
生
以
下
の
お
子
さ
ま

（
小
学
３
年
生
以
下
の
お
子
さ
ま
は

保
護
者
が
同
伴
し
て
く
だ
さ
い
）

■
定
員
　
30
人

■
参
加
費
　
子
ど
も
は
無
料
。
同
伴
の

保
護
者
は
３
０
０
円（
当
日
、
集
金

し
ま
す
）

■問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ「
結
」　
佐
野

　
☎
０
９
０

－

７
２
４
４

－

６
１
９
１

　
町
福
祉
セ
ン
タ
ー（
児
童
館
）

　
☎
32

－

１
１
４
７

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　fukushi-ct@
tow
n.yoro.gifu.jp

　
季
節
イ
ベ
ン
ト『
い
ち
ご
』の
参
加
者

を
募
集
し
ま
す
。
親
子
で
季
節
を
と
も

に
感
じ
、
美
味
し
い
も
の
を
作
り
ま

し
ょ
う
！

〜
①
ひ
な
ま
つ
り
〜

■
日
時
　
２
月
26
日（
水
）10
時
〜
11
時

30
分（
受
付
９
時
30
分
〜
）

■
申
込
期
間
　
２
月
11
日（
火
）〜（
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

■
場
所
　
町
中
央
公
民
館

■
対
象
　
未
就
園
児
と
保
護
者

■
定
員
　
10
組
程
度

■
参
加
費
　
１
人
１
０
０
円

■
持
ち
物
　
飲
料
水
な
ど
を
持
参
く
だ
さ
い
。
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募
　
集

募
　
集

公
立
こ
ど
も
園
会
計
年
度
任
用
職
員

小
中
学
校
会
計
年
度
任
用
職
員

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

会
計
年
度
任
用
職
員

町
営
住
宅
入
居
者

催
し
・
イ
ベ
ン
ト

催
し
・
イ
ベ
ン
ト

ひ
よ
こ
ハ
ウ
ス

児
童
館
イ
ベ
ン
ト

子
育
て
シ
ェ
ア
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ

季
節
イ
ベ
ン
ト
「
い
ち
ご
」

令
和
６
年
度
　
依
存
症
専
門
相
談

水
道
の
水
質
検
査

不
動
産
無
料
相
談
会

木
曽
三
川
合
同
就
職
フ
ェ
ア

法
律
と
こ
こ
ろ
の
相
談
会

町
職
員
の
人
事
異
動

１
月
１
日
付
（
）
は
旧
任

町
長
部
局

■
課
長
級

健
康
福
祉
課
長
兼
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン

タ
ー
所
長
（
建
設
課
改
良
住
宅
対
策
室
長

兼
用
地
対
策
官
兼
推
進
第
１
係
長
事
務
取

扱
）
無
藤
宣
宏
▽
建
設
課
副
主
幹
兼
改
良

住
宅
対
策
室
長
兼
用
地
対
策
官
兼
土
木
第

１
係
長
事
務
取
扱
兼
推
進
第
１
係
長
事
務

取
扱
（
健
康
福
祉
課
長
兼
心
身
障
害
者
福

祉
セ
ン
タ
ー
所
長
）
藤
田
勝
彦

■
新
規
採
用

産
業
観
光
課
　
山
田
虎
来
▽
建
設
課
　
荻

田
万
丈

広報ようろう　2025.2.117 広報ようろう　2025.2.1 16



町
営
岩
道
住
宅
Ａ・Ｃ
棟

■
場
所
　
岩
道
４
５
８
番
地

■
戸
数
　
３
戸（
Ａ
棟
１
戸
、Ｃ
棟
２
戸
）

■
建
設
年
度
　
Ａ
棟
　
平
成
９
年
度
、

Ｃ
棟
　
平
成
15
年
度

■
構
造
　
Ａ
棟
　
中
層
耐
火
構
造
３
階

建
、Ｃ
棟
　
耐
火
構
造
２
階
建
・
戸

当
た
り
の
床
面
積
78
㎡
・
３
Ｄ
Ｋ

■
家
賃
　
Ａ
棟
　
４
万
１
３
０
０
円
、

Ｃ
棟
　
４
万
９
０
０
０
円

■
敷
金
　
家
賃
の
３
カ
月
分

■
駐
車
料
金
　
１
，
５
６
０
円
／
台

■
入
居
資
格

・
現
在
、
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と

す
る
親
族
が
あ
る
こ
と
。

・
入
居
者
お
よ
び
同
居
ま
た
は
同
居
し

よ
う
と
す
る
親
族
の
前
年
の
扶
養
控

除
を
差
し
引
い
た
月
額
所
得
が
15
万

８
０
０
０
円
以
上
48
万
７
０
０
０
円

以
下
の
人
。

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

・
入
居
者
お
よ
び
同
居
ま
た
は
同
居
し

よ
う
と
す
る
親
族
が
暴
力
団
員
で
な

い
こ
と
。

■
入
居
日
　
申
込
か
ら
約
１
カ
月
後

■問
■申
改
良
住
宅
対
策
室

　
　
☎
32

－

５
０
７
９

〜
ひ
な
ま
つ
り
〜

■
日
時
　
２
月
19
日（
水
）10
時
〜
11
時

30
分（
受
付
９
時
30
分
〜
）

■
申
込
期
間
　
２
月
10
日（
月
）８
時
30
分
〜

■
場
所
　
高
田
公
民
館

■
対
象
　
未
就
園
児
と
保
護
者

■
手
当
　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、

通
勤
手
当
あ
り

■
必
要
書
類
な
ど
　
履
歴
書（
市
販
の

も
の
に
写
真
貼
付
）・
印
鑑
・
資
格

証
の
写
し（
あ
る
場
合
）

■
申
込
期
限
　
２
月
21
日（
金
）

■問
■申
教
育
総
務
課  

☎
32

－

５
０
８
５

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
働
く
会

計
年
度
任
用
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

■
報
酬（
時
給
）

　
社
会
福
祉
士
・
主
任
介
護
支
援
専
門

員
・
保
健
師
　
１
，
４
９
６
円

　
介
護
支
援
専
門
員
　
１
，
３
７
６
円

■
勤
務
内
容
　
相
談
業
務
や
介
護
予
防

支
援
プ
ラ
ン
の
作
成
な
ど

■
勤
務
時
間
　
月
〜
金
曜
日
の
８
時
30

分
〜
16
時
30
分

■
対
象
　
社
会
福
祉
士
、
主
任
介
護
支

援
専
門
員
、
保
健
師
、
介
護
支
援
専

門
員

■
募
集
人
数
　
若
干
名

■
勤
務
地
　
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー（
石
畑
５
２
３
）

■
雇
用
期
間
　
採
用
時
〜
令
和
８
年
３

月
末（
条
件
を
満
た
す
場
合
、
再
度

の
任
用
あ
り
）

■
手
当
　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
通

勤
手
当
、
期
末
勤
勉
手
当（
年
２
回
）あ
り

■
保
険
　
原
則
、
健
康
保
険
・
労
働
保

険
な
ど
加
入

■
必
要
書
類
な
ど
　
履
歴
書（
市
販
の

も
の
に
写
真
貼
付
）・
印
鑑
・
資
格

証
な
ど
の
写
し

■
申
込
期
限
　
２
月
21
日（
金
）

■問
■申
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
☎
33

－

０
２
７
０

■
定
員
　
先
着
15
組
程
度

■
参
加
費
　
子
ど
も
１
人
に
つ
き
１
０
０
円

■問
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
☎
34

－

３
５
０
４

〜
①
楽
し
い
リ
ズ
ム
〜

　
ふ
れ
あ
い
遊
び
や
リ
ズ
ム
遊
び
な
ど

を
行
い
ま
す
。

■
日
時
　
２
月
４
日（
火
）10
時
〜
11
時
30
分

〜
②
楽
し
い
読
み
聞
か
せ
〜

　
大
型
絵
本
や
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
な
ど

の
読
み
聞
か
せ
を
行
い
ま
す
。

■
日
時
　
２
月
13
日（
木
）10
時
〜
11
時
30
分

〜
③
ス
マ
イ
ル（
製
作
）〜

　
ゆ
ら
ゆ
ら
び
な
を
作
り
、
絵
本
の
読

み
聞
か
せ
を
行
い
ま
す

■
日
時
　
２
月
18
日（
火
）10
時
〜
11
時
30
分

〜
④
体
を
つ
か
っ
て
遊
ぼ
う
〜

　
こ
こ
ろ
と
体
を
育
む
楽
し
い
運
動
遊

び
な
ど
を
行
い
ま
す
。

■
日
時
　
２
月
25
日（
火
）10
時
〜
11
時
30
分

〈
①
②
③
④
共
通
事
項
〉

■
場
所
　
町
福
祉
セ
ン
タ
ー（
遊
戯
室
）

■
対
象
　
未
就
園
児
と
保
護
者

〜
親
子
ラ
ン
ド
〜

　
タ
ン
バ
リ
ン
を
作
っ
て
、
み
ん
な
で

演
奏
し
ま
し
ょ
う
。

■
日
時
　
２
月
５
日（
水
）10
時
〜
11
時
30
分

■
場
所
　
町
保
健
セ
ン
タ
ー

■
対
象
　
未
就
園
児
と
保
護
者

■問
町
福
祉
セ
ン
タ
ー（
児
童
館
）

　
☎
32

－

１
１
４
７

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　fukushi-ct@
tow
n.yoro.gifu.jp

〈
共
通
事
項
〉

■
勤
務
時
間
　
月
〜
金
曜
日（
基
本
、
給

食
実
施
日
）園
と
職
種
に
よ
り
早
番
・

遅
番
、
土
曜
日
出
勤
あ
り※

時
間
に

つ
い
て
は
応
相
談

■
対
象
　
健
康
な
人（
年
齢
不
問
）

■
募
集
人
数
　
若
干
名

■
勤
務
地
　
町
内
公
立
こ
ど
も
園

■
雇
用
期
間
　
採
用
時
〜
令
和
８
年
３

月
末（
条
件
を
満
た
す
場
合
、
再
度

の
任
用
あ
り
）

■
手
当
　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、

通
勤
手
当
、期
末
勤
勉
手
当（
年
２
回
）

あ
り

■
保
険
　
原
則
、
健
康
保
険
・
労
働
保
険

な
ど
加
入（
雇
用
形
態
に
よ
り
応
相
談
）

■
必
要
書
類
な
ど
　
履
歴
書（
市
販
の

も
の
に
写
真
貼
付
）、
印
鑑
、
免
許

状
・
資
格
証
な
ど
の
写
し

■
申
込
期
限
　
２
月
21
日（
金
）

■問
■申
子
ど
も
課
　
☎
32

－

５
０
７
８

留
守
家
庭
児
童
教
室
指
導
員

■
報
酬（
時
給
）　
１
，
０
０
２
円

■
勤
務
内
容
　
放
課
後
保
護
に
欠
け
る

家
庭
に
か
わ
り
、
遊
び
を
通
じ
て
自

主
性
・
創
造
性
を
育
て
る
児
童
の
サ

ポ
ー
ト

■
そ
の
他
　
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定

資
格
保
有
者
優
遇

■
勤
務
時
間
　
月
〜
金
曜
日
　
14
時
30

分
〜
18
時
45
分
、
土
曜
日
・
夏
期
休

業
日
な
ど
　
７
時
45
分
〜
18
時
45
分

■
対
象
　
健
康
な
人（
年
齢
不
問
）

■
募
集
人
数
　
若
干
名

■
勤
務
地
　
町
内
小
学
校

■
雇
用
期
間
　
採
用
時
〜
令
和
８
年
３

月
末（
条
件
を
満
た
す
場
合
、
再
度

の
任
用
あ
り
）

　
掲
載
し
て
い
る
情
報
は
、
予
定
が
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

①
こ
ど
も
園
給
食
調
理
員

■
報
酬（
時
給
）　
１
，
０
０
７
円（
調
理

師
免
許
を
有
す
る
人
は
１
，
０
２
３
円
）

■
勤
務
内
容
　
給
食
調
理
・
お
や
つ
の

準
備
お
よ
び
食
器
洗
浄
業
務
な
ど

②
こ
ど
も
園
園
務
員

■
報
酬（
時
給
）　
１
，
０
０
２
円

■
勤
務
内
容
　
事
務
作
業
な
ど

③
こ
ど
も
園
支
援
員・看
護
師・准
看
護
師

■
報
酬（
時
給
）

　
支
援
員
　
　
１
，
０
５
０
円
〜
１
，
１
５
０
円

　
看
護
師
　
　
１
，
３
７
６
円

　
准
看
護
師
　
１
，
３
０
８
円

■
勤
務
内
容
　
特
別
な
支
援
を
必
要
と

す
る
園
児
の
サ
ポ
ー
ト

■
必
要
資
格
　
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭

な
ど
／
看
護
師
・
准
看
護
師
な
ど

　
親
子
あ
つ
ま
れ
！
養
老
町
の
子
育
て

サ
ー
ク
ル
で
す
。
楽
し
い
親
子
プ
ロ
グ

ラ
ム
や
交
流
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

〜
親
子
ひ
ろ
ば
〜

〈
親
子
の
絆
深
め
る
ベ
ビ
ー
ダ
ン
ス
＆

お
し
ゃ
べ
り
会
〉

　
０
〜
１
歳
ベ
ビ
マ
マ
で
楽
し
も
う

■
日
時
　
２
月
19
日（
水
）10
時
〜
12
時

■
場
所
　
Ｙ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｅ

詳
細
は
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

@
kosodate_share_coco46

に
て

■問
■申
子
育
て
シ
ェ
ア
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
　

　
　
担
当
　
川
瀬

　
　
☎
０
８
０

－

３
５
６
８

－

２
４
６
９

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　Sharecoco46@
gm
ail.com

　
岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主

催
の
依
存
症
専
門
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
　
２
月
28
日（
金
）14
時
〜
14
時

50
分
、
15
時
〜
15
時
50
分（
要
予
約
）

■
場
所
　
岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー（
岐
阜
市
鷺
山
向
井
２
５
６
３

－

18
）

■
対
象
　
ア
ル
コ
ー
ル
、
薬
物
、
ゲ
ー

ム
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ギ
ャ
ン
ブ

ル
な
ど
へ
の
依
存
の
問
題
を
抱
え
て

い
る
人
な
ら
び
に
そ
の
家
族
な
ど

■
内
容
　
面
談
に
よ
る
相
談
、
情
報
提

供
、
助
言
な
ど

■
申
込
　
岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
へ
電
話
に
て
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

■問
■申
岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
☎
０
５
８

－

２
３
１

－

９
７
２
４

　
様
々
な
問
題
を
複
合
的
に
抱
え
て
い

る
場
合
は
、
弁
護
士
や
臨
床
心
理
士
な

ど
の
専
門
家
に
相
談
す
る
こ
と
で
、
解

決
の
糸
口
が
見
つ
か
っ
た
り
、
心
の
負

担
を
軽
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

■
日
時
　
３
月
３
日（
月
）13
時
〜
16
時

頃（
要
予
約
）※

予
約
時
に
時
間
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

■
場
所
　
西
濃
保
健
所（
西
濃
総
合
庁

舎
　
大
垣
市
江
崎
町
４
２
２

－

３
）

■問
■申
西
濃
保
健
所
　
健
康
増
進
課

　
　
☎
73

－

１
１
１
１

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
垣
は
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
津
島
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
桑
名
と

合
同
で「
令
和
６
年
度
木
曽
三
川
合
同

就
職
フ
ェ
ア
」を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時
　
２
月
14
日（
金
）13
時
30
分
〜

15
時
30
分
　（
開
場
13
時
）

■
場
所
　
海
津
市
Ｏ
Ｃ
Ｔ
文
化
セ
ン

タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル
　（
海
津
市
海

津
町
高
須
５
８
５

－

１
）

■
対
象
　
一
般
求
職
者
お
よ
び
令
和
７

年
３
月
卒
業
予
定
者
、
卒
業
後
３
年

以
内
の
既
卒
者

■
参
加
企
業
　
27
社（
予
定
）

■問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
垣
　
求
人
企
画
部
門

　
☎
73

－

９
２
９
６

　（
公
社
）岐
阜
県
宅
地
建
物
取
引
業
協

会
で
は
、
不
動
産
の
取
引
に
関
す
る
苦

情
や
ト
ラ
ブ
ル
、
法
律
、
そ
の
他
不
動

産
に
関
す
る
悩
み
ご
と
な
ど
の
相
談
会

を
開
催
し
ま
す

■
日
時
　
２
月
５
日（
水
）13
時
30
分
〜

15
時
30
分

■
場
所
　
町
中
央
公
民
館
　
第
１
会
議
室

■問（
公
社
）岐
阜
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

　
西
濃
支
部

　
☎
73

－

２
３
０
０

　
12
月
の
上
水
道
・
簡
易
水
道
の
水
質

検
査
の
結
果
は
、
各
検
査
項
目
と
も
異

常
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

■問
水
道
課
　
☎
32

－

５
０
８
２
　

〜
②
簡
単
！
お
弁
当
づ
く
り
〜

■
日
時
　
３
月
12
日（
水
）10
時
〜
12
時

（
受
付
９
時
30
分
〜
）

■
申
込
期
間
　
２
月
25
日（
火
）〜（
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

■
場
所
　
町
中
央
公
民
館
　
調
理
室

■
対
象
　
未
就
園
児
と
保
護
者

■
定
員
　
６
組
程
度

■
参
加
費
　
１
人
１
０
０
円

■
持
ち
物
　
飲
料
水
・
エ
プ
ロ
ン
・
三

角
巾
・
マ
ス
ク
な
ど
を
持
参
く
だ
さ

い
。

※
未
就
園
児
の
お
子
さ
ま
を
お
連
れ
の

場
合
は
託
児
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、

お
子
さ
ま
が
こ
ど
も
園
や
保
育
園
に

通
園
し
て
い
る
場
合
で
も
参
加
可
能

で
す
。
申
し
込
み
の
際
に
託
児
が
必

要
か
不
要
か
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
共
通
事
項
〉

■
申
込
　
申
込
期
間
内
に

「ichigo_kosodate@
yahoo.co.jp

」

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
ち
ご
専
用
メ
ー
ル)
へ
参

加
予
定
の
保
護
者
の
氏
名
、
お
子
さ
ん

の
名
前（
ふ
り
が
な
、
学
年
、
年
齢
）、

住
所
、
連
絡
先（
電
話
番
号
）を
明
記
の

う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他
　
携
帯
電
話
か
ら
申
し
込
む
人

は
、
パ
ソ
コ
ン
か
ら
の
メ
ー
ル
を
受
信

で
き
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■問
■申
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
ち
ご
　
山
内
智
音 

　
☎
０
９
０

－

２
１
３
８

－

５
３
４
０

〜
つ
ば
め
食
堂（
こ
ど
も
食
堂
）〜

　
み
ん
な
で
食
べ
る
と
お
い
し
い
ね
。

食
べ
た
後
は
児
童
館
で
遊
ぼ
う
♪

　
今
回
の
メ
ニ
ュ
ー
は「
と
り
の
か
ら

揚
げ
　
ほ
か
」で
す
。

※

食
事
の
持
ち
帰
り
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
日
時
　
２
月
15
日（
土
）12
時
〜

■
申
込
期
間
　
２
月
５
日（
水
）〜（
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

■
場
所
　
町
福
祉
セ
ン
タ
ー（
児
童
館
）

■
対
象
　
中
学
生
以
下
の
お
子
さ
ま

（
小
学
３
年
生
以
下
の
お
子
さ
ま
は

保
護
者
が
同
伴
し
て
く
だ
さ
い
）

■
定
員
　
30
人

■
参
加
費
　
子
ど
も
は
無
料
。
同
伴
の

保
護
者
は
３
０
０
円（
当
日
、
集
金

し
ま
す
）

■問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ「
結
」　
佐
野

　
☎
０
９
０

－

７
２
４
４

－

６
１
９
１

　
町
福
祉
セ
ン
タ
ー（
児
童
館
）

　
☎
32

－

１
１
４
７

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　fukushi-ct@
tow
n.yoro.gifu.jp

　
季
節
イ
ベ
ン
ト『
い
ち
ご
』の
参
加
者

を
募
集
し
ま
す
。
親
子
で
季
節
を
と
も

に
感
じ
、
美
味
し
い
も
の
を
作
り
ま

し
ょ
う
！

〜
①
ひ
な
ま
つ
り
〜

■
日
時
　
２
月
26
日（
水
）10
時
〜
11
時

30
分（
受
付
９
時
30
分
〜
）

■
申
込
期
間
　
２
月
11
日（
火
）〜（
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

■
場
所
　
町
中
央
公
民
館

■
対
象
　
未
就
園
児
と
保
護
者

■
定
員
　
10
組
程
度

■
参
加
費
　
１
人
１
０
０
円

■
持
ち
物
　
飲
料
水
な
ど
を
持
参
く
だ
さ
い
。

2025年２月号版

●参加費が記載されていない事業は無料です。

TEL 32-1100㈹　FAX 32-2686TEL 32-1100㈹　FAX 32-2686
養老町役場養老町役場

informationinformation

情報ボックス情報ボックス情報ボックス情報ボックス

募
　
集

募
　
集

公
立
こ
ど
も
園
会
計
年
度
任
用
職
員

小
中
学
校
会
計
年
度
任
用
職
員

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

会
計
年
度
任
用
職
員

町
営
住
宅
入
居
者

催
し
・
イ
ベ
ン
ト

催
し
・
イ
ベ
ン
ト

ひ
よ
こ
ハ
ウ
ス

児
童
館
イ
ベ
ン
ト

子
育
て
シ
ェ
ア
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ

季
節
イ
ベ
ン
ト
「
い
ち
ご
」

令
和
６
年
度
　
依
存
症
専
門
相
談

水
道
の
水
質
検
査

不
動
産
無
料
相
談
会

木
曽
三
川
合
同
就
職
フ
ェ
ア

法
律
と
こ
こ
ろ
の
相
談
会

町
職
員
の
人
事
異
動

１
月
１
日
付
（
）
は
旧
任

町
長
部
局

■
課
長
級

健
康
福
祉
課
長
兼
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン

タ
ー
所
長
（
建
設
課
改
良
住
宅
対
策
室
長

兼
用
地
対
策
官
兼
推
進
第
１
係
長
事
務
取

扱
）
無
藤
宣
宏
▽
建
設
課
副
主
幹
兼
改
良

住
宅
対
策
室
長
兼
用
地
対
策
官
兼
土
木
第

１
係
長
事
務
取
扱
兼
推
進
第
１
係
長
事
務

取
扱
（
健
康
福
祉
課
長
兼
心
身
障
害
者
福

祉
セ
ン
タ
ー
所
長
）
藤
田
勝
彦

■
新
規
採
用

産
業
観
光
課
　
山
田
虎
来
▽
建
設
課
　
荻

田
万
丈
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町
民
文
芸

町
民
文
芸

◆
ま
ほ
ろ
ば
短
歌
会

夜
も
更
け
て
眠
れ
ぬ
夜
に
一
首
詠
む
や
は
り
浮
か
ぶ
は
母
の
面
影
　
　
　
　
　
大
橋
正
典

酷
暑
な
る
畑
の
苺
み
な
枯
れ
る
友
が
気
付
い
て
百
十
株
頂
く
　
　
　
　
　
　
　
村
上
や
す
子

何
人
も
奪
へ
な
い
ゆ
ゑ
身
に
着
け
よ
技
術
と
学
問
わ
れ
を
見
据
え
る
心
し
て
　
河
村
紀
年

炉
に
居
れ
ば
を
さ
な
近
寄
り
膝
の
上
昨
夜
（
よ
べ
）
に
教
え
し
唱
歌
あ
れ
こ
れ
　
　
　
　
　
山
本
重
孝

孫
仕
草
息
子
に
似
て
か
逞
し
い
幼
き
頃
を
思
い
出
す
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
水
康
子

和
顔
（
め
が
お
）
こ
そ
幸
せ
来
た
る
基
本
の
基
そ
う
言
う
母
の
顔
を
見
や
れ
ば
　
大
橋
二
美

取
り
入
れ
の
御
褒
美
祝
う
一
家
に
は
人
に
言
わ
れ
ぬ
勤
労
感
謝
び
　
　
　
　
　
竹
田
義
秋

短
歌
を
一
緒
に
勉
強
し
た
い
と
希
望
さ
れ
る
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

連
絡
先
　
大
橋
正
典
　
☎
０
９
０

－

１
４
１
５

－

２
３
８
７

　
自
分
の
、
そ
し
て
、
他
者
の“

命”

を
大
切
に
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
人
権

の
中
で
最
も
基
本
的
で
重
要
な
こ
と

で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
瞬
で
大
勢

の
命
を
奪
う
原
子
爆
弾
や
命
を
な
い

が
し
ろ
に
す
る
戦
争
に
つ
い
て
、
私

た
ち
は
決
し
て
容
認
し
た
り
、
忘
れ

た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
私
た
ち

は
、
平
和
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ

る
こ
と
を
や
め
て
は
い
け
な
い
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　
２
０
２
５
年
は
太
平
洋
戦
争
終
戦

か
ら
80
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
ま

す
。
９
割
近
く
が
戦
争
を
知
ら
な
い

世
代
に
な
り
、
戦
争
を
経
験
し
た
人

か
ら
直
接
話
を
聞
く
機
会
は
な
く
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　「
戦
争
は
い
け
な
い
」「
平
和
は
大

切
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
誰
も

が
分
か
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か

し
、
平
和
で
あ
る
こ
と
が
日
常
と
な

る
こ
と
で
、
関
心
が
知
ら
ず
知
ら
ず

に
薄
れ
、
い
つ
し
か
自
分
事
と
し
て

捉
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
を
大
切

に
す
る
こ
と
の
最
も
根
本
で
あ
る

“

命”

を
大
切
に
す
る
た
め
の“

平
和”

に
つ
い
て
、
自
分
事
と
し
て
考
え
続

け
て
い
く
た
め
に
、
私
た
ち
に
は
何

が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
広
島
平
和
記
念
公
園
に
は
、
周
辺

に
あ
る
碑
に
つ
い
て
説
明
し
て
く
だ

さ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
が
い
ま

す
。
そ
の
中
に
小
学
生
が
い
る
こ
と

を
、皆
さ
ま
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
少
年
は
、
平
和
記
念
公
園
を
訪

れ
る
様
々
な
人
に
対
し
て
、
他
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
と
同
様
に
平
和

へ
の
思
い
を
語
っ
て
い
ま
す
。

　
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
の
男
性
が
、
こ

の
少
年
と
出
会
い
ま
し
た
。
そ
の
男

性
は
、「
広
島
の
人
々
は
、
今
で
も

原
爆
を
落
と
し
た
ア
メ
リ
カ
を
憎
ん

で
い
る
は
ず
」と
い
う
思
い
を
も
ち
、

平
和
記
念
公
園
を
訪
れ
た
そ
う
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
少
年
の
言
葉
を

聞
い
て
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
ガ

イ
ド
と
し
て
碑
の
説
明
を
し
な
が

ら
、
少
年
は
語
り
ま
す
。「
広
島
の

人
々
は
憎
む
と
い
う
選
択
を
し
て
い

ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
、
二
度
と
同

じ
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
平

和
の
大
切
さ
を
世
界
中
に
伝
え
る
こ

と
を
選
び
ま
し
た
。」
と
。
そ
の
言

葉
に
は
、
戦
争
の
悲
惨
さ
だ
け
で
な

く
、
平
和
の
尊
さ
、
命
の
大
切
さ
、

そ
し
て
未
来
を
つ
く
っ
て
い
く
希
望

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。男
性
は
、

少
年
の
言
葉
を
聞
き
、胸
を
打
た
れ
、

涙
を
流
し
ま
し
た
。
聞
く
人
の
感
情

を
揺
さ
ぶ
る
言
葉
の
背
景
に
あ
っ
た

の
は
、
少
年
が
祖
父
か
ら
聞
い
た
被

爆
者
で
あ
る
曾
祖
母
の
「
戦
争
が
終

わ
っ
た
後
、
広
島
の
人
々
は
必
死
に

町
を
復
興
さ
せ
た
。
そ
の
時
に
大
切

に
し
た
の
は
復
讐
で
は
な
く
和
解

だ
っ
た
。
広
島
の
人
々
は
憎
し
み
の

連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
を
選
ん
だ
か

ら
こ
そ
、
こ
の
街
は
平
和
の
シ
ン
ボ

ル
に
な
る
」
と
い
う
脈
々
と
受
け
継

が
れ
る
平
和
へ
の
願
い
で
し
た
。
少

年
は
、
直
接
曾
祖
母
か
ら
戦
争
の
話

を
聞
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、こ
の
願
い
は
確
か
に
継
承
さ
れ
、

平
和
を
語
り
継
ぐ
大
き
な
原
動
力
に

な
っ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
ま
す
。

　
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
戦
争
を
語

り
継
ぐ
べ
き
歴
史
や
文
化
、
願
い
の

継
承
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。
そ
の
背
景
に
は
、
先
述
の
よ
う

に
、「
自
分
に
は
関
係
な
い
」
と
い

う
思
い
が
隠
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
と
も
す
る
と
、
い
く

ら
記
録
や
実
物
が
残
っ
て
い
て
も

“

形”

だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
を
し
て
い
る

少
年
の
よ
う
に
、
語
り
継
ぐ
ま
で
に

は
至
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
重
要
な
の

は
、
願
い
を
受
け
継
ぐ“

心
の
土
壌”

な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
心
の
土
壌
を

耕
す
に
は
、
そ
こ
に
息
づ
く
人
々
の

思
い
に
触
れ
る
こ
と
が
何
よ
り
の
近

命
と
平
和

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
す
る
小
学
生

心
を
耕
す
た
め
の“

気
付
き”

平和を語り継ぐために

道
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、誰
も
が
現
地
へ
と
赴
き
、

そ
こ
に
い
る
人
々
の
思
い
に
触
れ
る

こ
と
は
現
実
的
に
難
し
い
こ
と
で

す
。
そ
れ
が
、
遠
方
、
ま
た
は
外
国

と
も
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
す
。で
は
、

私
た
ち
は
一
体
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。

　
私
は
、
命
を
大
切
に
す
る
こ
と
と

同
じ
よ
う
に
、
相
手
を
大
切
に
す
る

こ
と
に
一
つ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
た

ち
は
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
物
事

を
考
え
、
相
手
の
思
い
や
痛
み
を
感

じ
取
ろ
う
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
相
手

を
思
い
や
っ
た
行
動
が
で
き
ま
す
。

こ
の
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
相
手
の

こ
と
を
分
か
ろ
う
と
思
い
を
巡
ら
せ

る
こ
と
こ
そ
、
自
分
事
と
し
て
物
事

を
考
え
る
第
一
歩
な
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　
目
の
前
の
大
切
な
人
の
こ
と
に
思

い
を
巡
ら
せ
、
心
を
尽
く
す
。
一
見

遠
回
り
の
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
が
、

そ
の
積
み
重
ね
の
先
に
こ
そ
、
平
和

は
創
ら
れ
る
の
だ
と
私
は
信
じ
て
い

ま
す
。

　
ぜ
ひ
、皆
さ
ま
に
も
こ
の
節
目
に
、

平
和
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
け
た

ら
幸
い
で
す
。

令和７年国勢調査　調査員募集のお知らせ

総務課　☎32-1101

　日本国内に住むすべての人と世帯を対象として、国勢調査を令和７年 10月１日現在で実施します。国勢調査から得ら
れる統計は、国および地方公共団体の各種行政施策のほか、さまざまな公的統計を作成するうえで欠くことのできない基
礎データとしても使用されています。
　町では、この国勢調査に協力していただく「国勢調査員」を、広く募集しています。ぜひあなたの力をお貸しください！

キャンペーンサイト

１. 活動期間
　令和７年８月下旬～10月下旬（予定）
２. 活動中の身分
　総理大臣の任命する非常勤の国家公務員
３. 主な活動内容
　（１）町が主催する調査員説明会への参加
　（２）調査を担当する地域の世帯確認
　（３）調査についての説明および調査書類の配布
　（４）調査票の回収および整理
４. 応募資格
　（１）心身ともに健康である人
　（２）責任を持って調査事務を遂行し、業務を完了させる

ことができる人
　（３）調査により知り得た秘密を守ることができる人
　（４）満 20歳以上の人
　（５）警察・選挙に直接関係のない人
　（６）暴力団およびその関係者ではない人
５. 担当する調査区
　１～２調査区を担当していただきます

６. 報酬
　調査終了後に国の基準に基づき報酬が支払われます。
　報酬金額については担当される調査区数や世帯数によっ
て変動します。
　※令和２年度の国勢調査では１調査区あたり約３万５千
円～４万円でした。

７. 応募方法
　申込用紙に必要事項を記入のうえ、総務課までご提出く
ださい。
　その後簡単な面談を実施する予定です。
　（申込用紙は町ホームページもしくは総務課窓口にて配布
しております）

ゲートボール大会結果

大 会 名

開 催 日
開 催 場 所
参加チーム

成 績

第４回レクリエーション協会
ゲートボール大会
11月 16日（土）
町ふれあいセンター広場
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第四位　　日　吉　　チーム

広報ようろう　2025.2.119 広報ようろう　2025.2.1 18

シリーズ みんなで考えよう。
人が人らしくいきるために…人権



町
民
文
芸

町
民
文
芸

◆
ま
ほ
ろ
ば
短
歌
会

夜
も
更
け
て
眠
れ
ぬ
夜
に
一
首
詠
む
や
は
り
浮
か
ぶ
は
母
の
面
影
　
　
　
　
　
大
橋
正
典

酷
暑
な
る
畑
の
苺
み
な
枯
れ
る
友
が
気
付
い
て
百
十
株
頂
く
　
　
　
　
　
　
　
村
上
や
す
子

何
人
も
奪
へ
な
い
ゆ
ゑ
身
に
着
け
よ
技
術
と
学
問
わ
れ
を
見
据
え
る
心
し
て
　
河
村
紀
年

炉
に
居
れ
ば
を
さ
な
近
寄
り
膝
の
上
昨
夜
（
よ
べ
）
に
教
え
し
唱
歌
あ
れ
こ
れ
　
　
　
　
　
山
本
重
孝

孫
仕
草
息
子
に
似
て
か
逞
し
い
幼
き
頃
を
思
い
出
す
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
水
康
子

和
顔
（
め
が
お
）
こ
そ
幸
せ
来
た
る
基
本
の
基
そ
う
言
う
母
の
顔
を
見
や
れ
ば
　
大
橋
二
美

取
り
入
れ
の
御
褒
美
祝
う
一
家
に
は
人
に
言
わ
れ
ぬ
勤
労
感
謝
び
　
　
　
　
　
竹
田
義
秋

短
歌
を
一
緒
に
勉
強
し
た
い
と
希
望
さ
れ
る
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

連
絡
先
　
大
橋
正
典
　
☎
０
９
０

－

１
４
１
５

－

２
３
８
７

　
自
分
の
、
そ
し
て
、
他
者
の“

命”

を
大
切
に
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
人
権

の
中
で
最
も
基
本
的
で
重
要
な
こ
と

で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
瞬
で
大
勢

の
命
を
奪
う
原
子
爆
弾
や
命
を
な
い

が
し
ろ
に
す
る
戦
争
に
つ
い
て
、
私

た
ち
は
決
し
て
容
認
し
た
り
、
忘
れ

た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
私
た
ち

は
、
平
和
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ

る
こ
と
を
や
め
て
は
い
け
な
い
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　
２
０
２
５
年
は
太
平
洋
戦
争
終
戦

か
ら
80
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
ま

す
。
９
割
近
く
が
戦
争
を
知
ら
な
い

世
代
に
な
り
、
戦
争
を
経
験
し
た
人

か
ら
直
接
話
を
聞
く
機
会
は
な
く
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　「
戦
争
は
い
け
な
い
」「
平
和
は
大

切
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
誰
も

が
分
か
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か

し
、
平
和
で
あ
る
こ
と
が
日
常
と
な

る
こ
と
で
、
関
心
が
知
ら
ず
知
ら
ず

に
薄
れ
、
い
つ
し
か
自
分
事
と
し
て

捉
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
を
大
切

に
す
る
こ
と
の
最
も
根
本
で
あ
る

“

命”

を
大
切
に
す
る
た
め
の“

平
和”

に
つ
い
て
、
自
分
事
と
し
て
考
え
続

け
て
い
く
た
め
に
、
私
た
ち
に
は
何

が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
広
島
平
和
記
念
公
園
に
は
、
周
辺

に
あ
る
碑
に
つ
い
て
説
明
し
て
く
だ

さ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
が
い
ま

す
。
そ
の
中
に
小
学
生
が
い
る
こ
と

を
、皆
さ
ま
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
少
年
は
、
平
和
記
念
公
園
を
訪

れ
る
様
々
な
人
に
対
し
て
、
他
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
と
同
様
に
平
和

へ
の
思
い
を
語
っ
て
い
ま
す
。

　
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
の
男
性
が
、
こ

の
少
年
と
出
会
い
ま
し
た
。
そ
の
男

性
は
、「
広
島
の
人
々
は
、
今
で
も

原
爆
を
落
と
し
た
ア
メ
リ
カ
を
憎
ん

で
い
る
は
ず
」と
い
う
思
い
を
も
ち
、

平
和
記
念
公
園
を
訪
れ
た
そ
う
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
少
年
の
言
葉
を

聞
い
て
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
ガ

イ
ド
と
し
て
碑
の
説
明
を
し
な
が

ら
、
少
年
は
語
り
ま
す
。「
広
島
の

人
々
は
憎
む
と
い
う
選
択
を
し
て
い

ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
、
二
度
と
同

じ
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
平

和
の
大
切
さ
を
世
界
中
に
伝
え
る
こ

と
を
選
び
ま
し
た
。」
と
。
そ
の
言

葉
に
は
、
戦
争
の
悲
惨
さ
だ
け
で
な

く
、
平
和
の
尊
さ
、
命
の
大
切
さ
、

そ
し
て
未
来
を
つ
く
っ
て
い
く
希
望

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。男
性
は
、

少
年
の
言
葉
を
聞
き
、胸
を
打
た
れ
、

涙
を
流
し
ま
し
た
。
聞
く
人
の
感
情

を
揺
さ
ぶ
る
言
葉
の
背
景
に
あ
っ
た

の
は
、
少
年
が
祖
父
か
ら
聞
い
た
被

爆
者
で
あ
る
曾
祖
母
の
「
戦
争
が
終

わ
っ
た
後
、
広
島
の
人
々
は
必
死
に

町
を
復
興
さ
せ
た
。
そ
の
時
に
大
切

に
し
た
の
は
復
讐
で
は
な
く
和
解

だ
っ
た
。
広
島
の
人
々
は
憎
し
み
の

連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
を
選
ん
だ
か

ら
こ
そ
、
こ
の
街
は
平
和
の
シ
ン
ボ

ル
に
な
る
」
と
い
う
脈
々
と
受
け
継

が
れ
る
平
和
へ
の
願
い
で
し
た
。
少

年
は
、
直
接
曾
祖
母
か
ら
戦
争
の
話

を
聞
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、こ
の
願
い
は
確
か
に
継
承
さ
れ
、

平
和
を
語
り
継
ぐ
大
き
な
原
動
力
に

な
っ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
ま
す
。

　
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
戦
争
を
語

り
継
ぐ
べ
き
歴
史
や
文
化
、
願
い
の

継
承
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。
そ
の
背
景
に
は
、
先
述
の
よ
う

に
、「
自
分
に
は
関
係
な
い
」
と
い

う
思
い
が
隠
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
と
も
す
る
と
、
い
く

ら
記
録
や
実
物
が
残
っ
て
い
て
も

“

形”

だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
を
し
て
い
る

少
年
の
よ
う
に
、
語
り
継
ぐ
ま
で
に

は
至
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
重
要
な
の

は
、
願
い
を
受
け
継
ぐ“

心
の
土
壌”

な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
心
の
土
壌
を

耕
す
に
は
、
そ
こ
に
息
づ
く
人
々
の

思
い
に
触
れ
る
こ
と
が
何
よ
り
の
近

命
と
平
和

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
す
る
小
学
生

心
を
耕
す
た
め
の“

気
付
き”

平和を語り継ぐために

道
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、誰
も
が
現
地
へ
と
赴
き
、

そ
こ
に
い
る
人
々
の
思
い
に
触
れ
る

こ
と
は
現
実
的
に
難
し
い
こ
と
で

す
。
そ
れ
が
、
遠
方
、
ま
た
は
外
国

と
も
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
す
。で
は
、

私
た
ち
は
一
体
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。

　
私
は
、
命
を
大
切
に
す
る
こ
と
と

同
じ
よ
う
に
、
相
手
を
大
切
に
す
る

こ
と
に
一
つ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
た

ち
は
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
物
事

を
考
え
、
相
手
の
思
い
や
痛
み
を
感

じ
取
ろ
う
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
相
手

を
思
い
や
っ
た
行
動
が
で
き
ま
す
。

こ
の
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
相
手
の

こ
と
を
分
か
ろ
う
と
思
い
を
巡
ら
せ

る
こ
と
こ
そ
、
自
分
事
と
し
て
物
事

を
考
え
る
第
一
歩
な
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　
目
の
前
の
大
切
な
人
の
こ
と
に
思

い
を
巡
ら
せ
、
心
を
尽
く
す
。
一
見

遠
回
り
の
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
が
、

そ
の
積
み
重
ね
の
先
に
こ
そ
、
平
和

は
創
ら
れ
る
の
だ
と
私
は
信
じ
て
い

ま
す
。

　
ぜ
ひ
、皆
さ
ま
に
も
こ
の
節
目
に
、

平
和
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
け
た

ら
幸
い
で
す
。

令和７年国勢調査　調査員募集のお知らせ
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礎データとしても使用されています。
　町では、この国勢調査に協力していただく「国勢調査員」を、広く募集しています。ぜひあなたの力をお貸しください！
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しております）
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良
い
仕
事
、
良
い
パ
ー
ト
ナ
ー
、
良

い
出
会
い
。
き
っ
か
け
は
誰
に
で
も
訪

れ
て
い
る
。
た
だ
の「
偶
然
」を「
幸
運
」

に
繋
げ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の

か
？
不
確
実
を
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
、
運

を
育
む
思
考
法
と
行
動
を
紹
介
す
る
。

　
イ
ヤ
イ
ヤ
期
の
子
ど
も
心
を
く
す
ぐ

る
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
声
か
け
を
ま

と
め
る
。
イ
ヤ
イ
ヤ
が
発
動
す
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
、
背
景
に
あ
る
子
ど
も
の
脳

や
身
体
の
発
達
に
つ
い
て
も
解
説
す
る
。

　
わ
が
ま
ま
な
妹
は
、「
う
わ
ぁ
ー
ん
、

う
わ
ぁ
ー
ん
」
と
す
ぐ
に
泣
く
。
で
も

兄
の
ぼ
く
だ
っ
て
、
が
ま
ん
が
で
き
な

い
と
き
が
あ
っ
て…

。
お
に
い
ち
ゃ
ん

の
や
さ
し
さ
と
、
兄
妹
の
あ
た
た
か
さ

を
描
く
絵
本
。

　
昔
か
ら
の
仲
良
し
よ
り
、
今
の
自
分

を
さ
ら
け
出
せ
る
本
当
の
友
達
が
ほ
し

い
！
人
気
者
の
乃
愛
や
優
し
い
紳
士
と

の
交
流
で
、
穂
乃
果
の
心
は
複
雑
に
揺

れ
動
き…

。
自
分
と
友
情
に
向
き
合
う

物
語
。

　
諸
葛
孔
明
、
太
公
望
と
並
び
称
さ
れ

る
名
軍
師
、
張
良
。
多
く
の
食
客
を
使

っ
て
素
早
く
情
報
を
集
め
、
劉
邦
に
軍

略
を
授
け
て
そ
の
覇
業
を
助
け
た
張
良

の
鮮
烈
な
生
涯
を
描
く
。

　
30
年
以
上
、
小
学
校
教
師
と
し
て
働

き
、
校
長
も
歴
任
し
た
高
村
正
子
が
亡

く
な
り
、
同
僚
た
ち
は
「
偲
ぶ
会
」
を

計
画
す
る
。
か
つ
て
の
生
徒
、
保
護
者
、

友
人
、同
僚
ら
の
思
い
出
の
品
か
ら“

先

生”

の
姿
が
浮
か
び
上
が
り…

。

　
佐
久
間
美
保
の
小
学
５
年
生
の
息

子
・
晴
翔
が
、
小
学
校
の
ベ
ラ
ン
ダ
か

ら
転
落
し
て
骨
折
し
て
し
ま
う
。
わ
が

子
は
い
じ
め
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
思
っ
た
美
保
は
独
自
に
真

相
を
探
ろ
う
と
す
る
が…

。

●
赤
ち
ゃ
ん
の
お
は
な
し
会

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
お
は
な
し
会

を
親
子
で
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
　
２
月
４
日
（
火
）
10
時
30
分
〜

場
所
　
図
書
館
１
階
　
お
話
コ
ー
ナ
ー

●
大
人
向
け
の
お
は
な
し
会

　
大
人
の
読
み
聞
か
せ
サ
ー
ク
ル
「
ふ

き
の
と
う
」
に
よ
る
大
人
向
け
の
読
み

聞
か
せ
で
す
。

日
時
　
２
月
６
日
（
木
）　
10
時
30
分
〜

場
所
　
図
書
館
１
階
　
お
話
コ
ー
ナ
ー

●
読
み
聞
か
せ

　
毎
月
、
読
み
聞
か
せ
サ
ー
ク
ル
に
よ

る
読
み
聞
か
せ
が
あ
り
ま
す
。

た
ね
ど
ん
ど
ん
：
第
１
・
２
・
４
土
曜
日

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
ち
ご
：
第
３
土
曜
日

お
は
な
し
て
ま
り
：
第
２
日
曜
日

各
読
み
聞
か
せ
は
14
時
〜

場
所
　
図
書
館
１
階
　
お
話
コ
ー
ナ
ー

BOOKSBOOKS
ブックス

町図書館 ☎33-0215町図書館 ☎33-0215

２月

休館日 ２月３日（月）・10日（月）・17日（月）・25日（火）
28日（金）

お
す
す
め
の
本

「
張
良
」

宮
城
谷 

昌
光
／
著
　
中
央
公
論
新
社

「
さ
よ
な
ら
校
長
先
生
」

瀧
羽 

麻
子
／
著
　
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所

「
イ
ヤ
イ
ヤ
期
の
ト
リ
セ
ツ
」

ふ
じ
こ
せ
ん
せ
い
／
作
　
講
談
社

「
な
き
む
し
」

み
や
に
し 

た
つ
や
／
作
　
ポ
プ
ラ
社

「
窓
の
向
こ
う
、そ
の
先
に
」

田
村 

理
江
／
作
　
岩
崎
書
店

「
普
通
の
子
」

朝
比
奈 

あ
す
か
／
作
　
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ

「
運
の
い
い
人
が
幸
運
を
つ
か
む
前
に

や
っ
て
い
る
こ
と
」

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ブ
ッ
シ
ュ

／
著
　
東
洋
経
済
新
報
社

　
12
月
29
日
・
30
日
の
両
日
、
町
消
防

団
が
年
末
夜
警
を
実
施
し
ま
し
た
。
29

日
に
は
、
町
役
場
に
て
川
地
憲
元
町
長
、

村
下
貴
夫
県
議
会
議
員
、
西
濃
県
事
務

所
長
、
養
老
警
察
署
長
、
町
議
会
議
長

な
ら
び
に
消
防
審
議
会
長
か
ら
激
励
を

受
け
た
後
、
町
内
を
巡
回
し
ま
し
た
。

　
こ
の
年
末
夜
警
は
、
町
消
防
団
員
が

各
地
区
を
巡
回
し
、
火
災
予
防
の
啓
発

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
町
民
の
皆
さ
ま

が
災
害
な
く
新
し
い
年
を
迎
え
ら
れ
る

よ
う
、
毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
養
老
消
防
署
南
部
分
署
に
て
災
害
対

応
訓
練
と
し
て
、
交
通
救
助
訓
練
と
ブ

リ
ー
チ
ン
グ
訓
練
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
交
通
救
助
訓
練
で
は
、
廃
車
と
な
っ

た
車
両
を
使
用
し
て
、
交
通
事
故
に
よ

り
車
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
要
救
助
者

の
救
出
を
想
定
し
、
油
圧
救
助
資
器
材

を
用
い
て
の
救
出
手
順
を
確
認
し
ま
し

た
。
ブ
リ
ー
チ
ン
グ
訓
練
で
は
、
エ
ン

ジ
ン
カ
ッ
タ
ー
や
ハ
ン
マ
ー
ド
リ
ル
を

用
い
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
や
床
に
開

口
部
を
作
成
し
、
倒
壊
し
た
建
物
内
に

取
り
残
さ
れ
た
要
救
助
者
を
救
出
す
る

方
法
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
正
確
か
つ
迅
速
な
救
助
活
動
を
行
う

た
め
に
は
、
こ
う
い
っ
た
訓
練
の
積
み

重
ね
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
町
民
の
皆

さ
ま
の
生
命
を
守
る
た
め
、
今
後
も
訓

練
を
継
続
し
、
技
術
の
向
上
に
努
め
て

い
き
ま
す
。

　
１
月
12
日
（
日
）
に
町
中
央
公
民
館

に
て
、
令
和
７
年
消
防
出
初
式
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
消
防
関
係
者
の
士
気
高

揚
を
図
る
と
と
も
に
、
連
携
の
確
認
を

す
る
こ
と
で
、
消
防
の
仕
事
始
め
と
し

ま
し
た
。

　
ま
た
、
式
終
了
後
に
は
養
老
鳶
は
し

ご
登
り
保
存
会
に
よ
る
新
春
演
舞
が
披

露
さ
れ
、
次
々
と
繰
り
出
さ
れ
る
迫
力

満
点
の
華
麗
な
技
に
、
観
客
か
ら
は
大

き
な
歓
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。

年
末
夜
警
を
実
施

災
害
対
応
訓
練
を
実
施

消
防
出
初
式
を
開
催

消防消防
だよりだより

行
事
・
お
知
ら
せ

小松菜の煮びたし〈副菜〉

　簡単な野菜の副菜が欲しいなと思ったときにおすすめなのが小
松菜とお揚げの煮びたしです。味付けは市販のめんつゆを使い、
かつお節を加えることによって風味よく、まろやかになります。

材料（４人分）
小松菜・・・・・・・・・・・・・・１束
油揚げ・・・・・・・・・・・・・・１枚
めんつゆ（２倍濃縮）・・・・・大さじ２
水・・・・・・・・・・・・・・・150㏄
かつお節・・・・・・・・・・・・小１袋

①　小松菜は根を切り落として３～４㎝長さに切り、
　　軸と葉を分けておく。油揚げは細切りにする。
②　鍋に小松菜の軸とAを合わせて弱めの中火で煮る。
　　しんなりしたら、小松菜の葉と油揚げを加え、ひと

煮立ちさせて火を止め、かつお節を加えて軽く混ぜ
る。たんぱく質

3.2g
脂質
1.7g

カルシウム
144㎎

食塩相当量
0.5g

野菜摂取量
75g

エネルギー
38kcal

●１人分栄養量

作り方

A

町保健センター　☎32-9025

第３回　地域住民が主体となった健康づくりフォーラムin養老のご案内
　町民の健康状態や健康課題、地域における健康づくり活動に関する情報を町民の皆さまと共有します。予約不要でどな
たでも参加できますので、ぜひお越しください。
 
日　時：３月 16日（日）　10時～ 12時

場　所：町民会館（石畑 483-2）

内　容：町民の健康状態と健康課題
　　　　健康増進の取り組み事例（上多度地域自治町民会議、養老歯科医師会）
　　　　講演「歯と口腔の健康を保つために　～むし歯から嚥下 (えんげ )まで～」
　　　　講師　岐阜・西濃医療センター　西美濃厚生病院　歯科口腔外科部長　杉山 貴敏 先生

共　催：養老郡医師会、養老歯科医師会、養老町
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良
い
仕
事
、
良
い
パ
ー
ト
ナ
ー
、
良

い
出
会
い
。
き
っ
か
け
は
誰
に
で
も
訪

れ
て
い
る
。
た
だ
の「
偶
然
」を「
幸
運
」

に
繋
げ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の

か
？
不
確
実
を
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
、
運

を
育
む
思
考
法
と
行
動
を
紹
介
す
る
。

　
イ
ヤ
イ
ヤ
期
の
子
ど
も
心
を
く
す
ぐ

る
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
声
か
け
を
ま

と
め
る
。
イ
ヤ
イ
ヤ
が
発
動
す
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
、
背
景
に
あ
る
子
ど
も
の
脳

や
身
体
の
発
達
に
つ
い
て
も
解
説
す
る
。

　
わ
が
ま
ま
な
妹
は
、「
う
わ
ぁ
ー
ん
、

う
わ
ぁ
ー
ん
」
と
す
ぐ
に
泣
く
。
で
も

兄
の
ぼ
く
だ
っ
て
、
が
ま
ん
が
で
き
な

い
と
き
が
あ
っ
て…

。
お
に
い
ち
ゃ
ん

の
や
さ
し
さ
と
、
兄
妹
の
あ
た
た
か
さ

を
描
く
絵
本
。

　
昔
か
ら
の
仲
良
し
よ
り
、
今
の
自
分

を
さ
ら
け
出
せ
る
本
当
の
友
達
が
ほ
し

い
！
人
気
者
の
乃
愛
や
優
し
い
紳
士
と

の
交
流
で
、
穂
乃
果
の
心
は
複
雑
に
揺

れ
動
き…

。
自
分
と
友
情
に
向
き
合
う

物
語
。

　
諸
葛
孔
明
、
太
公
望
と
並
び
称
さ
れ

る
名
軍
師
、
張
良
。
多
く
の
食
客
を
使

っ
て
素
早
く
情
報
を
集
め
、
劉
邦
に
軍

略
を
授
け
て
そ
の
覇
業
を
助
け
た
張
良

の
鮮
烈
な
生
涯
を
描
く
。

　
30
年
以
上
、
小
学
校
教
師
と
し
て
働

き
、
校
長
も
歴
任
し
た
高
村
正
子
が
亡

く
な
り
、
同
僚
た
ち
は
「
偲
ぶ
会
」
を

計
画
す
る
。
か
つ
て
の
生
徒
、
保
護
者
、

友
人
、同
僚
ら
の
思
い
出
の
品
か
ら“

先

生”

の
姿
が
浮
か
び
上
が
り…

。

　
佐
久
間
美
保
の
小
学
５
年
生
の
息

子
・
晴
翔
が
、
小
学
校
の
ベ
ラ
ン
ダ
か

ら
転
落
し
て
骨
折
し
て
し
ま
う
。
わ
が

子
は
い
じ
め
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
思
っ
た
美
保
は
独
自
に
真

相
を
探
ろ
う
と
す
る
が…

。

●
赤
ち
ゃ
ん
の
お
は
な
し
会

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
お
は
な
し
会

を
親
子
で
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
　
２
月
４
日
（
火
）
10
時
30
分
〜

場
所
　
図
書
館
１
階
　
お
話
コ
ー
ナ
ー

●
大
人
向
け
の
お
は
な
し
会

　
大
人
の
読
み
聞
か
せ
サ
ー
ク
ル
「
ふ

き
の
と
う
」
に
よ
る
大
人
向
け
の
読
み

聞
か
せ
で
す
。

日
時
　
２
月
６
日
（
木
）　
10
時
30
分
〜

場
所
　
図
書
館
１
階
　
お
話
コ
ー
ナ
ー

●
読
み
聞
か
せ

　
毎
月
、
読
み
聞
か
せ
サ
ー
ク
ル
に
よ

る
読
み
聞
か
せ
が
あ
り
ま
す
。

た
ね
ど
ん
ど
ん
：
第
１
・
２
・
４
土
曜
日

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
ち
ご
：
第
３
土
曜
日

お
は
な
し
て
ま
り
：
第
２
日
曜
日

各
読
み
聞
か
せ
は
14
時
〜

場
所
　
図
書
館
１
階
　
お
話
コ
ー
ナ
ー

BOOKSBOOKS
ブックス

町図書館 ☎33-0215町図書館 ☎33-0215

２月

休館日 ２月３日（月）・10日（月）・17日（月）・25日（火）
28日（金）

お
す
す
め
の
本

「
張
良
」

宮
城
谷 

昌
光
／
著
　
中
央
公
論
新
社

「
さ
よ
な
ら
校
長
先
生
」

瀧
羽 

麻
子
／
著
　
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所

「
イ
ヤ
イ
ヤ
期
の
ト
リ
セ
ツ
」

ふ
じ
こ
せ
ん
せ
い
／
作
　
講
談
社

「
な
き
む
し
」

み
や
に
し 

た
つ
や
／
作
　
ポ
プ
ラ
社

「
窓
の
向
こ
う
、そ
の
先
に
」

田
村 

理
江
／
作
　
岩
崎
書
店

「
普
通
の
子
」

朝
比
奈 

あ
す
か
／
作
　
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ

「
運
の
い
い
人
が
幸
運
を
つ
か
む
前
に

や
っ
て
い
る
こ
と
」

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ブ
ッ
シ
ュ

／
著
　
東
洋
経
済
新
報
社

　
12
月
29
日
・
30
日
の
両
日
、
町
消
防

団
が
年
末
夜
警
を
実
施
し
ま
し
た
。
29

日
に
は
、
町
役
場
に
て
川
地
憲
元
町
長
、

村
下
貴
夫
県
議
会
議
員
、
西
濃
県
事
務

所
長
、
養
老
警
察
署
長
、
町
議
会
議
長

な
ら
び
に
消
防
審
議
会
長
か
ら
激
励
を

受
け
た
後
、
町
内
を
巡
回
し
ま
し
た
。

　
こ
の
年
末
夜
警
は
、
町
消
防
団
員
が

各
地
区
を
巡
回
し
、
火
災
予
防
の
啓
発

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
町
民
の
皆
さ
ま

が
災
害
な
く
新
し
い
年
を
迎
え
ら
れ
る

よ
う
、
毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
養
老
消
防
署
南
部
分
署
に
て
災
害
対

応
訓
練
と
し
て
、
交
通
救
助
訓
練
と
ブ

リ
ー
チ
ン
グ
訓
練
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
交
通
救
助
訓
練
で
は
、
廃
車
と
な
っ

た
車
両
を
使
用
し
て
、
交
通
事
故
に
よ

り
車
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
要
救
助
者

の
救
出
を
想
定
し
、
油
圧
救
助
資
器
材

を
用
い
て
の
救
出
手
順
を
確
認
し
ま
し

た
。
ブ
リ
ー
チ
ン
グ
訓
練
で
は
、
エ
ン

ジ
ン
カ
ッ
タ
ー
や
ハ
ン
マ
ー
ド
リ
ル
を

用
い
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
や
床
に
開

口
部
を
作
成
し
、
倒
壊
し
た
建
物
内
に

取
り
残
さ
れ
た
要
救
助
者
を
救
出
す
る

方
法
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
正
確
か
つ
迅
速
な
救
助
活
動
を
行
う

た
め
に
は
、
こ
う
い
っ
た
訓
練
の
積
み

重
ね
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
町
民
の
皆

さ
ま
の
生
命
を
守
る
た
め
、
今
後
も
訓

練
を
継
続
し
、
技
術
の
向
上
に
努
め
て

い
き
ま
す
。

　
１
月
12
日
（
日
）
に
町
中
央
公
民
館

に
て
、
令
和
７
年
消
防
出
初
式
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
消
防
関
係
者
の
士
気
高

揚
を
図
る
と
と
も
に
、
連
携
の
確
認
を

す
る
こ
と
で
、
消
防
の
仕
事
始
め
と
し

ま
し
た
。

　
ま
た
、
式
終
了
後
に
は
養
老
鳶
は
し

ご
登
り
保
存
会
に
よ
る
新
春
演
舞
が
披

露
さ
れ
、
次
々
と
繰
り
出
さ
れ
る
迫
力

満
点
の
華
麗
な
技
に
、
観
客
か
ら
は
大

き
な
歓
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。

年
末
夜
警
を
実
施

災
害
対
応
訓
練
を
実
施

消
防
出
初
式
を
開
催

消防消防
だよりだより

行
事
・
お
知
ら
せ

小松菜の煮びたし〈副菜〉

　簡単な野菜の副菜が欲しいなと思ったときにおすすめなのが小
松菜とお揚げの煮びたしです。味付けは市販のめんつゆを使い、
かつお節を加えることによって風味よく、まろやかになります。

材料（４人分）
小松菜・・・・・・・・・・・・・・１束
油揚げ・・・・・・・・・・・・・・１枚
めんつゆ（２倍濃縮）・・・・・大さじ２
水・・・・・・・・・・・・・・・150㏄
かつお節・・・・・・・・・・・・小１袋

①　小松菜は根を切り落として３～４㎝長さに切り、
　　軸と葉を分けておく。油揚げは細切りにする。
②　鍋に小松菜の軸とAを合わせて弱めの中火で煮る。
　　しんなりしたら、小松菜の葉と油揚げを加え、ひと

煮立ちさせて火を止め、かつお節を加えて軽く混ぜ
る。たんぱく質

3.2g
脂質
1.7g

カルシウム
144㎎

食塩相当量
0.5g

野菜摂取量
75g

エネルギー
38kcal

●１人分栄養量

作り方

A

町保健センター　☎32-9025

第３回　地域住民が主体となった健康づくりフォーラムin養老のご案内
　町民の健康状態や健康課題、地域における健康づくり活動に関する情報を町民の皆さまと共有します。予約不要でどな
たでも参加できますので、ぜひお越しください。
 
日　時：３月 16日（日）　10時～ 12時

場　所：町民会館（石畑 483-2）

内　容：町民の健康状態と健康課題
　　　　健康増進の取り組み事例（上多度地域自治町民会議、養老歯科医師会）
　　　　講演「歯と口腔の健康を保つために　～むし歯から嚥下 (えんげ )まで～」
　　　　講師　岐阜・西濃医療センター　西美濃厚生病院　歯科口腔外科部長　杉山 貴敏 先生

共　催：養老郡医師会、養老歯科医師会、養老町
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　子育て世代を対象として、養老鉄道の利用機会の創
出を支援するため、回数券を交付します。（１世帯に
つき１年度内１回）

○対象者
・町に住民登録をしている未就学児とその保護者など

○支援内容
・養老鉄道回数券マイレールチケット21（210円区
間）の交付
※回数券は210円券×21枚つづり
（有効期間は交付の日から６カ月後の月末日まで）
未就学児が２人までの世帯　１冊
未就学児が３人以上の世帯　２冊

○申請に必要なもの
・保護者などの住所が確認できる書類
　（運転免許証、健康保険証　など）
・未就学児の住所および年齢が確認できる書類
　（健康保険証、医療受給者証　など）

養老鉄道マイレールチケットについて

養老町子育て世代公共交通利用支援事業
　高齢者が運転免許証を返納した後などの外出時の移
動手段として、養老鉄道の利用を支援するために回数
券を交付します。（１人につき１回限り）

○対象者（次の項目全てに該当する人）
・町に住民登録をしている人
・65歳以上の人（運転経歴証明書の交付日において）
・公安委員会が交付する運転経歴証明書の交付を受け
ている人
・運転経歴証明書の交付の日から起算して１年以内で
ある人

○支援内容
養老鉄道回数券マイレールチケット21（210円区間）
１冊の交付
※回数券は210円券×21枚つづり
（有効期間は交付の日から６カ月後の月末日まで）

○申請に必要なもの
・運転経歴証明書

養老町高齢者公共交通利用支援事業

詳しくは、建設課までお問い合わせください。

建設課　☎32-5081

毎年２月は「相続登記はお済みですか月間」です

裁判所からのお知らせ

岐阜県司法書士会　事務局　☎058-246-1568
　　　　　　　　　　　　　FAX 058-245-2327
　　　　　　　　　　　　　HP: https://www.gifu-shihoushoshi.or.jp

岐阜地方裁判所事務局　総務課　☎058-262-5122

　岐阜県司法書士会では、毎年２月の１カ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、下記のとおり無料相談を実施いたし
ます。相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に応じ、適切なアドバイスをいたします。

名 称：「相続登記はお済みですか月間」相続に関する無料相談
相 談 料：無料
期間および場所：２月１日（土）～28日（金）
　　　　　　　　県内すべての司法書士事務所（各事務所の執務時間内）
相 談 例：土地の名義が先々代のままです。
　　　　　　　　パートナーに全財産を相続させたいのですが…
　　　　　　　　相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。

　相続登記とは、相続した不動産の所有者が亡くなったとき、亡くなった人から相続人に名義を変更することをいいます。令和
６年４月１日に施行した改正不動産登記法では相続登記の申請が義務付けられました。相続登記は、相続の発生を知った日から
３年以内に申請する必要がありますが、相続の発生が令和６年４月１日より前の場合は、令和９年３月末日までに登記申請をす
ることが必要です。直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などには、相続人申告登記をすることができま
す。

家庭裁判所調査官について
　家庭裁判所は少年非行や家庭に関する紛争を扱います。非行少年の立ち直りや家庭の問題解決のためには、少年や家族それぞ
れの心理や人間関係、環境などを十分に考慮する必要があります。そこで、行動科学の専門的な知識や技法を持った家庭裁判所
調査官（家裁調査官）が重要な役割を果たしています。
　家裁調査官は、少年事件では非行を起こした少年や保護者と会い、家庭や学校を訪問することで、様々な視点から情報を集め、
非行の原因や立ち直りの方法を考え、裁判官に報告するとともに教育的な働きかけを行います。家事事件では、子どもをめぐる
争いの中にいる人や子どもと会い、子どもの幸せを最優先にした解決の方法を考え、裁判官に報告するとともに両親にも子ども
の思いを伝えて助言するなど、家族関係の再構築に向けて取り組みます

家裁調査官になるには･･･
　裁判所職員採用総合職試験（家庭裁判所調査官補）に合格
　　→約２年間の研修　→家裁調査官に任命

家裁調査官に興味がある人はぜひ
裁判所ウェブサイト（採用情報）https://www.courts.go.jp/saiyo/index.html
をご覧ください。

司法書士による「成年後見相談会」の開催のお知らせ
　（公社）成年後見センター・リーガルサポート岐阜県支部では、成年後見制度の普及と高齢者の権利保護を図るため、司法書
士による「成年後見相談会」を開催します。

司法書士による「高齢者・障害者のための成年後見相談会」
日 時：３月１日（土）　13時30分～16時10分
　　　　（要予約・先着順［12枠］）
　　　　予約受付　２月12日（水）～26日（水）
場 所：岐阜市薮田南五丁目14番53号　ＯＫＢふれあい会館４階
　　　　401、403、404、405　小会議室
相談例：ひとり暮らしの今後が不安。知的障害を持つ子どもの将来が心配。
　　　　遺産分割協議をしたいけど相続人の一人が認知症でできない。
　　　　年金が母のために使われていないみたい…どうしよう。
費 用：無料

（公社）成年後見センター・リーガルサポート
岐阜県支部（岐阜県司法書士会事務局内）　☎058-259-7118

スマイルカードについてのお知らせ

養老カード振興会（町商工会内）　☎32-0549

　地域の皆さまには、日頃より養老スマイルカードをご利用いただきありがとうございます。この度、養老スマイルカード
は令和６年 10月末をもちましてポイントの付与業務を終了いたしました。
　満点カードの使用は３月 20日（木）にて終了いたしますので、それまでに加盟店と利用店での買い物時に 500 円の商品券
としてご使用ください。
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　子育て世代を対象として、養老鉄道の利用機会の創
出を支援するため、回数券を交付します。（１世帯に
つき１年度内１回）

○対象者
・町に住民登録をしている未就学児とその保護者など

○支援内容
・養老鉄道回数券マイレールチケット21（210円区
間）の交付
※回数券は210円券×21枚つづり
（有効期間は交付の日から６カ月後の月末日まで）
未就学児が２人までの世帯　１冊
未就学児が３人以上の世帯　２冊

○申請に必要なもの
・保護者などの住所が確認できる書類
　（運転免許証、健康保険証　など）
・未就学児の住所および年齢が確認できる書類
　（健康保険証、医療受給者証　など）

養老鉄道マイレールチケットについて

養老町子育て世代公共交通利用支援事業
　高齢者が運転免許証を返納した後などの外出時の移
動手段として、養老鉄道の利用を支援するために回数
券を交付します。（１人につき１回限り）

○対象者（次の項目全てに該当する人）
・町に住民登録をしている人
・65歳以上の人（運転経歴証明書の交付日において）
・公安委員会が交付する運転経歴証明書の交付を受け
ている人
・運転経歴証明書の交付の日から起算して１年以内で
ある人

○支援内容
養老鉄道回数券マイレールチケット21（210円区間）
１冊の交付
※回数券は210円券×21枚つづり
（有効期間は交付の日から６カ月後の月末日まで）

○申請に必要なもの
・運転経歴証明書

養老町高齢者公共交通利用支援事業

詳しくは、建設課までお問い合わせください。

建設課　☎32-5081

毎年２月は「相続登記はお済みですか月間」です

裁判所からのお知らせ

岐阜県司法書士会　事務局　☎058-246-1568
　　　　　　　　　　　　　FAX 058-245-2327
　　　　　　　　　　　　　HP: https://www.gifu-shihoushoshi.or.jp

岐阜地方裁判所事務局　総務課　☎058-262-5122

　岐阜県司法書士会では、毎年２月の１カ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、下記のとおり無料相談を実施いたし
ます。相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に応じ、適切なアドバイスをいたします。

名 称：「相続登記はお済みですか月間」相続に関する無料相談
相 談 料：無料
期間および場所：２月１日（土）～28日（金）
　　　　　　　　県内すべての司法書士事務所（各事務所の執務時間内）
相 談 例：土地の名義が先々代のままです。
　　　　　　　　パートナーに全財産を相続させたいのですが…
　　　　　　　　相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。

　相続登記とは、相続した不動産の所有者が亡くなったとき、亡くなった人から相続人に名義を変更することをいいます。令和
６年４月１日に施行した改正不動産登記法では相続登記の申請が義務付けられました。相続登記は、相続の発生を知った日から
３年以内に申請する必要がありますが、相続の発生が令和６年４月１日より前の場合は、令和９年３月末日までに登記申請をす
ることが必要です。直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などには、相続人申告登記をすることができま
す。

家庭裁判所調査官について
　家庭裁判所は少年非行や家庭に関する紛争を扱います。非行少年の立ち直りや家庭の問題解決のためには、少年や家族それぞ
れの心理や人間関係、環境などを十分に考慮する必要があります。そこで、行動科学の専門的な知識や技法を持った家庭裁判所
調査官（家裁調査官）が重要な役割を果たしています。
　家裁調査官は、少年事件では非行を起こした少年や保護者と会い、家庭や学校を訪問することで、様々な視点から情報を集め、
非行の原因や立ち直りの方法を考え、裁判官に報告するとともに教育的な働きかけを行います。家事事件では、子どもをめぐる
争いの中にいる人や子どもと会い、子どもの幸せを最優先にした解決の方法を考え、裁判官に報告するとともに両親にも子ども
の思いを伝えて助言するなど、家族関係の再構築に向けて取り組みます

家裁調査官になるには･･･
　裁判所職員採用総合職試験（家庭裁判所調査官補）に合格
　　→約２年間の研修　→家裁調査官に任命

家裁調査官に興味がある人はぜひ
裁判所ウェブサイト（採用情報）https://www.courts.go.jp/saiyo/index.html
をご覧ください。

司法書士による「成年後見相談会」の開催のお知らせ
　（公社）成年後見センター・リーガルサポート岐阜県支部では、成年後見制度の普及と高齢者の権利保護を図るため、司法書
士による「成年後見相談会」を開催します。

司法書士による「高齢者・障害者のための成年後見相談会」
日 時：３月１日（土）　13時30分～16時10分
　　　　（要予約・先着順［12枠］）
　　　　予約受付　２月12日（水）～26日（水）
場 所：岐阜市薮田南五丁目14番53号　ＯＫＢふれあい会館４階
　　　　401、403、404、405　小会議室
相談例：ひとり暮らしの今後が不安。知的障害を持つ子どもの将来が心配。
　　　　遺産分割協議をしたいけど相続人の一人が認知症でできない。
　　　　年金が母のために使われていないみたい…どうしよう。
費 用：無料

（公社）成年後見センター・リーガルサポート
岐阜県支部（岐阜県司法書士会事務局内）　☎058-259-7118

スマイルカードについてのお知らせ

養老カード振興会（町商工会内）　☎32-0549

　地域の皆さまには、日頃より養老スマイルカードをご利用いただきありがとうございます。この度、養老スマイルカード
は令和６年 10月末をもちましてポイントの付与業務を終了いたしました。
　満点カードの使用は３月 20日（木）にて終了いたしますので、それまでに加盟店と利用店での買い物時に 500 円の商品券
としてご使用ください。
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社会福祉法人樹心会　大野子ども家庭支援センターこころ　☎0585-35-2329

人事院中部事務局　第二課試験係　☎052-961-6838

里親制度について知りたい人に向けてイベントを開催します

国家公務員募集

　西濃圏域の里親が感じた “子どもを受け入れることによって得られたやりがいなど” について聞くことができるイベン
トを下記のとおり開催します。

「里親体験談を聞こう」の開催について
【開催日時】　３月１日（土）　講演：10時～ 12時（開場：９時 45分）
【場 所】　関ケ原ふれあいセンター（関ケ原町関ケ原 894-29）
【締 切 日】　２月 15日 ( 土 )（締切日を過ぎてからの申し込みはご相談ください）
※当日託児を希望する場合は、おむつや飲み物など、必要なものをご持参ください。

里親ともっと近くで話ができる「里親カフェ」も開催します。
【開催日時】　３月８日（土）　10時～ 12時
【場 所】　ＨｉＫＯＳＡ（関ケ原町陣場野 918）
【締 切 日】　３月３日 (月 )

　どちらのイベントも参加費は無料です。参加を希望する人は、各イベントの締切日までに下記申込先あて、電話、メール、
ＦＡＸのいずれかの方法でお申し込みください。
【申 込 先】　社会福祉法人樹心会　大野子ども家庭支援センターこころ
　　　　　　☎0585-35-2329　FAX：0585-34-2392　メールアドレス：kokoro@blue.ocn.ne.jp

※里親制度に興味がある人には個別で説明させていただきますので、下記までお問い合わせください。

　人事院は、2025 年度国家公務員採用試験を次のとおり実施します。申込方法や受験案内などは、人事院ホームページ
の「国家公務員試験採用情報NAVI」でご確認ください。また、各試験の申し込みはインターネットにより行ってください。

◇総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)
　受付期間　　　２月３日 (月 ) ～ 25 日 ( 火 )
　第１次試験日　３月 16日 ( 日 )

◇一般職試験(大卒程度試験)
受付期間　　　２月 20日 ( 木 ) ～３月 24日 ( 月 )
第１次試験日　６月１日 (日 )

◇一般職試験(高卒者試験・社会人試験(係員級))、税務職員採用試験
受験案内などの人事院ホームページ掲載日
　　　　　　　５月７日 (水 )
受付期間　　　６月 13日 ( 金 ) ～ 25 日 ( 水 )
第１次試験日　９月７日 (日 )

◇総合職試験(大卒程度試験（教養区分）)
受験案内などの人事院ホームページ掲載日
　　　　　　　７月８日 (火 )
受付期間　　　８月１日 (金 ) ～ 25 日 ( 月 )
第１次試験日　10月５日 (日 )

養老警察署　☎34-0110

サイバー犯罪やテロにご注意ください！
　サイバー犯罪とは、コンピュータやインターネットなどの情報技術を悪用した犯罪です。近年、不正
プログラムが隠されたメールを開いたことなどによりウイルス感染し、個人や企業・団体のネットワー
クシステムが破壊される、情報が盗み取られるといった被害が発生しています。

被害にあわないために
・OSやセキュリティソフトを最新の状態にしましょう
・身に覚えのないメールの添付ファイル、URLリンクは開かないでください
・過去にメールの送受信をした相手(宛先)でも、注意しましょう

町保健センター　☎32-9025
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社会福祉法人樹心会　大野子ども家庭支援センターこころ　☎0585-35-2329

人事院中部事務局　第二課試験係　☎052-961-6838

里親制度について知りたい人に向けてイベントを開催します

国家公務員募集

　西濃圏域の里親が感じた “子どもを受け入れることによって得られたやりがいなど” について聞くことができるイベン
トを下記のとおり開催します。

「里親体験談を聞こう」の開催について
【開催日時】　３月１日（土）　講演：10時～ 12時（開場：９時 45分）
【場 所】　関ケ原ふれあいセンター（関ケ原町関ケ原 894-29）
【締 切 日】　２月 15日 ( 土 )（締切日を過ぎてからの申し込みはご相談ください）
※当日託児を希望する場合は、おむつや飲み物など、必要なものをご持参ください。

里親ともっと近くで話ができる「里親カフェ」も開催します。
【開催日時】　３月８日（土）　10時～ 12時
【場 所】　ＨｉＫＯＳＡ（関ケ原町陣場野 918）
【締 切 日】　３月３日 (月 )

　どちらのイベントも参加費は無料です。参加を希望する人は、各イベントの締切日までに下記申込先あて、電話、メール、
ＦＡＸのいずれかの方法でお申し込みください。
【申 込 先】　社会福祉法人樹心会　大野子ども家庭支援センターこころ
　　　　　　☎0585-35-2329　FAX：0585-34-2392　メールアドレス：kokoro@blue.ocn.ne.jp

※里親制度に興味がある人には個別で説明させていただきますので、下記までお問い合わせください。

　人事院は、2025 年度国家公務員採用試験を次のとおり実施します。申込方法や受験案内などは、人事院ホームページ
の「国家公務員試験採用情報NAVI」でご確認ください。また、各試験の申し込みはインターネットにより行ってください。

◇総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)
　受付期間　　　２月３日 (月 ) ～ 25 日 ( 火 )
　第１次試験日　３月 16日 ( 日 )

◇一般職試験(大卒程度試験)
受付期間　　　２月 20日 ( 木 ) ～３月 24日 ( 月 )
第１次試験日　６月１日 (日 )

◇一般職試験(高卒者試験・社会人試験(係員級))、税務職員採用試験
受験案内などの人事院ホームページ掲載日
　　　　　　　５月７日 (水 )
受付期間　　　６月 13日 ( 金 ) ～ 25 日 ( 水 )
第１次試験日　９月７日 (日 )

◇総合職試験(大卒程度試験（教養区分）)
受験案内などの人事院ホームページ掲載日
　　　　　　　７月８日 (火 )
受付期間　　　８月１日 (金 ) ～ 25 日 ( 月 )
第１次試験日　10月５日 (日 )

養老警察署　☎34-0110

サイバー犯罪やテロにご注意ください！
　サイバー犯罪とは、コンピュータやインターネットなどの情報技術を悪用した犯罪です。近年、不正
プログラムが隠されたメールを開いたことなどによりウイルス感染し、個人や企業・団体のネットワー
クシステムが破壊される、情報が盗み取られるといった被害が発生しています。

被害にあわないために
・OSやセキュリティソフトを最新の状態にしましょう
・身に覚えのないメールの添付ファイル、URLリンクは開かないでください
・過去にメールの送受信をした相手(宛先)でも、注意しましょう

町保健センター　☎32-9025
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成人の相談
区分 行事名 実施日 場　所 対　象 備　考

休日診療医療機関（２月２日～３月９日） 　

２月２日
（日）

養老整形外科
クリニック
☎34－3946

養老整形外科
クリニック
☎34－3946

養西診療所
☎71－6658

あいはら医院
☎32－1001

２月16日
（日）

２月23日（日）
・24日（月）

３月２日
（日）

２月11日
（火）

西美濃厚生病院
☎32－1161

西美濃厚生病院
☎32－1161

２月９日
（日）

３月９日
（日）

西美濃厚生病院
☎32－1161

【診療時間】９時～16時30分　　　【持ち物】保険証、受診料　　　◆一部変更の場合があります。
＊西美濃厚生病院では表とは別に休日および夜間の救急診療を行っています。

○救急電話相談（24時間365日対応） 救急安心センターぎふ　

・携帯電話、プッシュ回線からは局番なしの ＃7119
・ダイヤル回線、IP電話などつながらない時は ☎058-216-0119
（※岐阜県内に居住または滞在している人に限ります）

　 夜間・休日の受診についての相談 ●

町保健センター 町内在住の人健康相談
相
　談

【予約不要】
心身の悩みや健診結果、
食事などの相談

３月３日(月)
[受付時間]
10時～11時30分

風しんの抗体検査および予防接種
内容 対　象 料　金 クーポン券など

有効期限 備　考

無料 ２月28日まで風しんの抗体検査
および予防接種

対象者にはクーポン券
などを郵送しました。

昭和37年４月２日～
昭和54年４月１日生まれの男性
（クーポン券未使用者）

※対象はすべて町内在住者（住民登録者）です。

15時～16時

①医療機関が発行した妊娠届出書
②妊婦さん本人のマイナンバーカード（無い場合は通知カード、住民票の写しなど）
③妊婦さん本人の運転免許証またはパスポートなど
④妊婦さん本人の振込先金融機関口座のわかるもの（通帳・キャッシュカード）
⑤印鑑
⑥妊娠判定に要した受診費用の領収書および明細書（原本）
　※氏名、診察年月日、産科医療機関名が記載されたもの

※母子健康手帳交付時に出産応援ギフトの申請書、妊娠判定に要した受診費用助成金申請書などもお渡しします。
※「妊婦健康診査受診票」、「出産後に赤ちゃんが受ける検査に必要な書類」、「産婦健康診査受診票」なども交付します。
※上記の日時で都合が悪い場合や必要な持ち物が準備できない場合は、事前にご連絡ください。

２月21日（金）

３月７日（金）

母子健康手帳の交付（場所：町保健センター）
母子健康手帳の交付に必要な持ち物受付時間　日　時

13時20分～
14時

10時30分～
11時30分

13時～14時

令和６年10月16日～
　　　　11月30日生まれ

乳幼児の発達・発育に不安
や悩みをもつ人

令和４年１月１日～
　　　　２月28日生まれ

令和５年１月１日～
　　　　２月28日生まれ

令和５年７月１日～
　　　　８月31日生まれ

令和６年４月16日～
　　　　５月31日生まれ

該当者には２週間前までに通知
します。

乳 児 健 診

1 0 か 月 児 健 診

１歳６か月児健診

２歳児歯科健診

３ 歳 児 健 診

育 児 相 談

マタニティ教室
内容：妊娠中の過ごし方や栄養の話

健
　診

教
室

相
談

【要予約】
事前に電話で予約

実施時間
10時～11時

【申込期限】
３月10日（月）

令和６年12月・令和７年１月･２月
妊娠届出者とその家族

３月４日（火）

２月25日（火）
３月11日（火）

３月13日（木）

離乳食学級
内容：離乳食のすすめ方

実施時間
10時～11時

【申込期限】
３月７日（金）離乳期乳児の保護者３月14日（金）

３月25日（火）

３月12日（水）

３月18日（火）

３月11日（火）

乳幼児の健診・相談など（場所：町保健センター）
区分 行事名 実施日 受付時間 対　　象 備　　考

乳幼児などの定期予防接種（接種場所：町内指定医療機関など） 
※予防接種は通年実施しています。詳しくは、町ホームページに掲載しています。予診票の配布方法

申請期限が近づいています！該当する人は３月 31日までに申請してください。
（１）妊婦・小児インフルエンザの助成について
妊婦・小児（生後６か月に達する日から 15歳に達する日以後、最初の３月 31日までにある人）を対象に、イ
ンフルエンザ予防接種費用の一部を助成しています。対象者などの詳しくは、町ホームページをご覧ください。

（２）ヒトパピローマウイルス感染症予防接種（子宮頸がん予防接種）の任意接種費用の払い戻しについて
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種の積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した人が、定期接
種の年齢を過ぎて任意接種として自費で接種した場合、町が定める上限額の範囲内で払い戻しをします。
対象者など詳しくは、町ホームページをご覧ください。

ワクチンの昨年夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況などを踏まえ、下記のとおり経過措置を行います。

経過措置の対象者
〇キャッチアップ接種対象者（平成９年４月２日～平成 20年４月１日生まれの女子）で令和４年４月１日から令和７年
３月 31日までに１回以上接種をした人で未完了の人
〇高校１年生相当の年齢（平成 20年４月２日～平成 21年４月１日生まれ）の女子で令和４年４月１日から令和７年３月
31日までに１回以上接種をした人で未完了の人

接種期限　令和８年３月 31日まで

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種（子宮頸がん予防接種）キャッチアップ接種対象者等の経過措置についてのお知らせ

令和７年度の各種健（検）診の申し込みを受け付けます

がん患者医療用補正具購入費の助成について

２月上旬に健康診査申込票を各世帯に送付します。
令和７年度の各種健（検）診受診を希望する人は申込票に記入のうえ、返信用封筒で郵送してください。
世帯の中に希望する人がいない場合は返信不要です。
【提出期限】２月 21日（金）　
期限を過ぎた場合、定員を超過している検診については申し込みをお断りすることがあります。

※申込票は 30歳以上の男性または 20歳以上の女性が属する世帯に送付します。（年齢は令和８年３月 31日現在）

　がん患者の治療と就労や社会参加などとの両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、医療用補正具購入費用の一
部を助成しています。必要書類は町保健センターにてお渡しします。申請書兼請求書は町ホームページでダウンロードす
ることもできます。なお、助成は医療用ウィッグ（全頭用）と乳房補正具それぞれ１種類につき 1回限りです。

内容

（１）補正具購入について、過去に都道府県および他の市町村から助成を受けていないこと、または受ける予定
がないこと。

（２）補正具を購入した日および申請時に町内に住所を有し、引き続き町内に住所を有していること。
（３）がんの治療に伴う脱毛または乳房の切除により、治療と就労や社会参加などとの両立に支障が出る、また

は出る恐れのある人。
（４）町税を滞納していないこと。

令和６年４月１日以降に購入したがん患者の医療用補正具で、一人につき医療用ウィッグ（全頭用）と乳房補
正具それぞれ１種類につき１回限り助成します。
助成額はそれぞれ当該購入費用の額です。（ただし２万円を上限とする）

令和６年４月１日から令和７年３月 31日までに購入した分の申請書兼請求書の提出期限は、令和７年３月 31
日です。※購入後速やかに提出してください。年度末に購入するなど、期限内に提出が間に合わない場合は、町
保健センターに事前にご連絡ください。

注意事項

助成内容

対象者
（右記の全てに該当
すること）
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成人の相談
区分 行事名 実施日 場　所 対　象 備　考

休日診療医療機関（２月２日～３月９日） 　

２月２日
（日）

養老整形外科
クリニック
☎34－3946

養老整形外科
クリニック
☎34－3946

養西診療所
☎71－6658

あいはら医院
☎32－1001

２月16日
（日）

２月23日（日）
・24日（月）

３月２日
（日）

２月11日
（火）

西美濃厚生病院
☎32－1161

西美濃厚生病院
☎32－1161

２月９日
（日）

３月９日
（日）

西美濃厚生病院
☎32－1161

【診療時間】９時～16時30分　　　【持ち物】保険証、受診料　　　◆一部変更の場合があります。
＊西美濃厚生病院では表とは別に休日および夜間の救急診療を行っています。

○救急電話相談（24時間365日対応） 救急安心センターぎふ　

・携帯電話、プッシュ回線からは局番なしの ＃7119
・ダイヤル回線、IP電話などつながらない時は ☎058-216-0119
（※岐阜県内に居住または滞在している人に限ります）

　 夜間・休日の受診についての相談 ●

町保健センター 町内在住の人健康相談
相
　談

【予約不要】
心身の悩みや健診結果、
食事などの相談

３月３日(月)
[受付時間]
10時～11時30分

風しんの抗体検査および予防接種
内容 対　象 料　金 クーポン券など

有効期限 備　考

無料 ２月28日まで風しんの抗体検査
および予防接種

対象者にはクーポン券
などを郵送しました。

昭和37年４月２日～
昭和54年４月１日生まれの男性
（クーポン券未使用者）

※対象はすべて町内在住者（住民登録者）です。

15時～16時

①医療機関が発行した妊娠届出書
②妊婦さん本人のマイナンバーカード（無い場合は通知カード、住民票の写しなど）
③妊婦さん本人の運転免許証またはパスポートなど
④妊婦さん本人の振込先金融機関口座のわかるもの（通帳・キャッシュカード）
⑤印鑑
⑥妊娠判定に要した受診費用の領収書および明細書（原本）
　※氏名、診察年月日、産科医療機関名が記載されたもの

※母子健康手帳交付時に出産応援ギフトの申請書、妊娠判定に要した受診費用助成金申請書などもお渡しします。
※「妊婦健康診査受診票」、「出産後に赤ちゃんが受ける検査に必要な書類」、「産婦健康診査受診票」なども交付します。
※上記の日時で都合が悪い場合や必要な持ち物が準備できない場合は、事前にご連絡ください。

２月21日（金）

３月７日（金）

母子健康手帳の交付（場所：町保健センター）
母子健康手帳の交付に必要な持ち物受付時間　日　時

13時20分～
14時

10時30分～
11時30分

13時～14時

令和６年10月16日～
　　　　11月30日生まれ

乳幼児の発達・発育に不安
や悩みをもつ人

令和４年１月１日～
　　　　２月28日生まれ

令和５年１月１日～
　　　　２月28日生まれ

令和５年７月１日～
　　　　８月31日生まれ

令和６年４月16日～
　　　　５月31日生まれ

該当者には２週間前までに通知
します。

乳 児 健 診

1 0 か 月 児 健 診

１歳６か月児健診

２歳児歯科健診

３ 歳 児 健 診

育 児 相 談

マタニティ教室
内容：妊娠中の過ごし方や栄養の話

健
　診

教
室

相
談

【要予約】
事前に電話で予約

実施時間
10時～11時

【申込期限】
３月10日（月）

令和６年12月・令和７年１月･２月
妊娠届出者とその家族

３月４日（火）

２月25日（火）
３月11日（火）

３月13日（木）

離乳食学級
内容：離乳食のすすめ方

実施時間
10時～11時

【申込期限】
３月７日（金）離乳期乳児の保護者３月14日（金）

３月25日（火）

３月12日（水）

３月18日（火）

３月11日（火）

乳幼児の健診・相談など（場所：町保健センター）
区分 行事名 実施日 受付時間 対　　象 備　　考

乳幼児などの定期予防接種（接種場所：町内指定医療機関など） 
※予防接種は通年実施しています。詳しくは、町ホームページに掲載しています。予診票の配布方法

申請期限が近づいています！該当する人は３月 31日までに申請してください。
（１）妊婦・小児インフルエンザの助成について
妊婦・小児（生後６か月に達する日から 15歳に達する日以後、最初の３月 31日までにある人）を対象に、イ
ンフルエンザ予防接種費用の一部を助成しています。対象者などの詳しくは、町ホームページをご覧ください。

（２）ヒトパピローマウイルス感染症予防接種（子宮頸がん予防接種）の任意接種費用の払い戻しについて
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種の積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した人が、定期接
種の年齢を過ぎて任意接種として自費で接種した場合、町が定める上限額の範囲内で払い戻しをします。
対象者など詳しくは、町ホームページをご覧ください。

ワクチンの昨年夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況などを踏まえ、下記のとおり経過措置を行います。

経過措置の対象者
〇キャッチアップ接種対象者（平成９年４月２日～平成 20年４月１日生まれの女子）で令和４年４月１日から令和７年
３月 31日までに１回以上接種をした人で未完了の人
〇高校１年生相当の年齢（平成 20年４月２日～平成 21年４月１日生まれ）の女子で令和４年４月１日から令和７年３月
31日までに１回以上接種をした人で未完了の人

接種期限　令和８年３月 31日まで

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種（子宮頸がん予防接種）キャッチアップ接種対象者等の経過措置についてのお知らせ

令和７年度の各種健（検）診の申し込みを受け付けます

がん患者医療用補正具購入費の助成について

２月上旬に健康診査申込票を各世帯に送付します。
令和７年度の各種健（検）診受診を希望する人は申込票に記入のうえ、返信用封筒で郵送してください。
世帯の中に希望する人がいない場合は返信不要です。
【提出期限】２月 21日（金）　
期限を過ぎた場合、定員を超過している検診については申し込みをお断りすることがあります。

※申込票は 30歳以上の男性または 20歳以上の女性が属する世帯に送付します。（年齢は令和８年３月 31日現在）

　がん患者の治療と就労や社会参加などとの両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、医療用補正具購入費用の一
部を助成しています。必要書類は町保健センターにてお渡しします。申請書兼請求書は町ホームページでダウンロードす
ることもできます。なお、助成は医療用ウィッグ（全頭用）と乳房補正具それぞれ１種類につき 1回限りです。

内容

（１）補正具購入について、過去に都道府県および他の市町村から助成を受けていないこと、または受ける予定
がないこと。

（２）補正具を購入した日および申請時に町内に住所を有し、引き続き町内に住所を有していること。
（３）がんの治療に伴う脱毛または乳房の切除により、治療と就労や社会参加などとの両立に支障が出る、また

は出る恐れのある人。
（４）町税を滞納していないこと。

令和６年４月１日以降に購入したがん患者の医療用補正具で、一人につき医療用ウィッグ（全頭用）と乳房補
正具それぞれ１種類につき１回限り助成します。
助成額はそれぞれ当該購入費用の額です。（ただし２万円を上限とする）

令和６年４月１日から令和７年３月 31日までに購入した分の申請書兼請求書の提出期限は、令和７年３月 31
日です。※購入後速やかに提出してください。年度末に購入するなど、期限内に提出が間に合わない場合は、町
保健センターに事前にご連絡ください。

注意事項

助成内容

対象者
（右記の全てに該当
すること）
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このコーナーの申し込み・問い合わせは
町保健センター/TEL 32ｰ9025保健情報



YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

YO
RO
 P
AR
K 
   
   
 Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK
   
   
  Y
OR
O 
PA
RK

■問 養老公園事務所　☎32-0501

養老公園からのお知らせ養老公園からのお知らせ

『もの忘れ・認知症個別相談』のお知らせ
●対象者　もの忘れや認知症が心配な人やその家族

日にち 時　間 場　所 内　容 申込期限

３月６日（木）

10時～ 11時30分
（相談時間30分程度）
※事前に電話予約
　が必要です。

２月28日（金）

町地域包括支援
センター
（町保健センター
２階）

●認知症地域支援推進員が認知症に関する疑
問・介護方法などについて個別に相談を受け
ます。

『タッチパネルでもの忘れチェック』のお知らせ
●対象者　町内在住の人

不要

日にち 時　間 場　所 内　容

３月11日（火） 10時～ 11時30分

●もの忘れが始まっている可能性について、点数で判
定できる機器を使用し、５項目の質問に対話方式で
答えていただきます。１人あたり５分程度です。
※このチェックは、認知症を診断するものではありま
せん。認知症の診断には、医療機関の受診が必要です。

申込

町地域包括支援
センター
（町保健センター
２階）

問 町地域包括支援センター
☎33-0270　養老町石畑523

申地域包括支援センターからのお知らせ

健康福祉課　☎32-1105

認知症カフェに参加してみませんか
　認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活できるよう、認知症の人や認知症へ不安のある人、その家族、地域住民、
専門職など、皆さまが気軽に参加し集える場所として「認知症カフェ」を開催します。
　２月の開催日は下記のとおりです。内容などの詳細については各事業者へお問い合わせください。
 
■開催日時および事業者
　２月９日 (日 )　 10 時～ 12時　デイサービスこすもす花畑 (有尾 )　 ☎33-2137
　２月 14日 ( 金 )　14 時～ 16時　船戸クリニック (船附 )　 　　　　　☎36-0070

町地域包括支援センターでは、認知症や介護の相談に応じています。いつでもご相談ください。

広報ようろう　2025.2.129 広報ようろう　2025.2.1 28
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■問 養老公園事務所　☎32-0501

養老公園からのお知らせ養老公園からのお知らせ

『もの忘れ・認知症個別相談』のお知らせ
●対象者　もの忘れや認知症が心配な人やその家族

日にち 時　間 場　所 内　容 申込期限

３月６日（木）

10時～ 11時30分
（相談時間30分程度）
※事前に電話予約
　が必要です。

２月28日（金）

町地域包括支援
センター
（町保健センター
２階）

●認知症地域支援推進員が認知症に関する疑
問・介護方法などについて個別に相談を受け
ます。

『タッチパネルでもの忘れチェック』のお知らせ
●対象者　町内在住の人

不要

日にち 時　間 場　所 内　容

３月11日（火） 10時～ 11時30分

●もの忘れが始まっている可能性について、点数で判
定できる機器を使用し、５項目の質問に対話方式で
答えていただきます。１人あたり５分程度です。
※このチェックは、認知症を診断するものではありま
せん。認知症の診断には、医療機関の受診が必要です。

申込

町地域包括支援
センター
（町保健センター
２階）

問 町地域包括支援センター
☎33-0270　養老町石畑523

申地域包括支援センターからのお知らせ

健康福祉課　☎32-1105

認知症カフェに参加してみませんか
　認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活できるよう、認知症の人や認知症へ不安のある人、その家族、地域住民、
専門職など、皆さまが気軽に参加し集える場所として「認知症カフェ」を開催します。
　２月の開催日は下記のとおりです。内容などの詳細については各事業者へお問い合わせください。
 
■開催日時および事業者
　２月９日 (日 )　 10 時～ 12時　デイサービスこすもす花畑 (有尾 )　 ☎33-2137
　２月 14日 ( 金 )　14 時～ 16時　船戸クリニック (船附 )　 　　　　　☎36-0070

町地域包括支援センターでは、認知症や介護の相談に応じています。いつでもご相談ください。
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各種相談無料でできます
連絡先相談種類 相談日 時間

人権相談 13時～16時 健康福祉課
☎32－1105町老人福祉センター

行政相談
（行政への苦情などを受けます） 13時～16時 総務課

☎32－1101町老人福祉センター

心配ごと相談 13時～16時 町社会福祉協議会
☎34－3504町老人福祉センター

定期職業相談
13時30分～
15時30分 町福祉センター

☎32－1147
町福祉センター

場所

法律相談
（弁護士が相談を受けます）

要予約

２月19日（水）

２月４日（火）
３月11日（火）

２月３日（月）・17日（月）
３月３日（月）

２月７日(金)
３月７日(金)

２月12日（水）・19日（水）
３月12日（水）

２月12日（水）
３月12日（水）

２月20日（木） 13時～15時 町社会福祉協議会
☎34－3504町老人福祉センター

消費生活相談
（消費生活相談員が相談を受けます）

10時～12時
13時～15時

産業観光課
☎32－1108産業観光課

随時
メールでご相談ください(申込先メールアドレス：yoro@yorocon.com) 

マリサポメール相談室
（婚活相談会）

子ども課
☎32－5078

要予約

中小企業経営相談窓口
県よろず支援拠点による

都合により、予定が変更となる場合があります。

要予約ひきこもり相談
発達障がい支援相談

13時30分～15時
終了時間は変更す
る場合があります

健康福祉課
☎32－1105町中央公民館　第1会議室

養老町での相談窓口は終了し、OKBふれあい会館10階（☎058-277-1088）に変更となりました。

月に１回開催（第１金曜日のみ）となりました。

（
12
月
１
日
〜
31
日
受
付
分
、敬
称
略
）

期日までに忘れずに納めましょう

＊口座振替日は２月28日（金）です。

◆固定資産税　　　　　　　　　　　４期分
◆国民健康保険税　　　　　　　　 10期分
◆介護保険料　　　　　　　　　　　６期分
◆後期高齢者医療保険料　　　　　　８期分
◆水道使用料・下水道使用料・
　農業集落排水使用料・住宅使用料　２月分

お
誕
生

お
く
や
み

　

転入
出生

人
人

64
８

転出
死亡

人
人

59
43

人口
男
女
世帯数

…
…
…
…

人　
人　
人　
世帯

25,968
12,833
13,135
10,434

（－30）
（－34）
（＋4）
（＋２）

編　集　後　記
　令和５年１月に町公式ファンクラブ「ＹＯＲＯ　ＳＵＰＰ
ＯＲＴＥＲ　ＷＯＲＬＤ」が設立してから、今年で２周年を
迎えました。１周年記念では、認知度を上げるためにロゴ入
りエコバッグとマグネットを作り、ＳＵＰＰＯＲＴＥＲの皆
さまに使っていただくことで広告塔となっていただきました。
今年はキャッチフレーズである“だったら養老！”を身近なも
のとしていただくために、あなたの「“だったら養老”」募集
キャンペーンを実施します。皆さまからセンスあふれる、
エッジの効いた作品がたくさん出てくることと楽しみにして
います。 Ｍ・Ｏ
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人口の動き
令和6年12月31日現在　（　）内は前月比

町道広域営農団地６号線 夜間通行止め のお知らせ

　平素より公共工事に対し、ご理解とご協力をいただき、
誠にありがとうございます。
　東海環状自動車道の橋梁架設工事に伴い、下記のとおり
町道広域営農団地６号線の一部区間で夜間通行止めを行い
ます。
　近隣住民をはじめ、普段からこの道路を利用している皆
さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協
力をいただきますようお願いいたします。

通行規制対象道路を利用している皆さまへ

●夜間通行止めに関する問い合わせ先
中日本高速道路株式会社　名古屋支社　岐阜工事事務所
☎058-267-5127（９時～ 17時30分　土・日曜日、祝日を除く）

発注者

JFEエンジニアリング株式会社・三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社・日本車輌製造株式会社
共同企業体　☎47-8431（８時～ 17時　土・日曜日を除く）

※詳細日程は、通行止めの１カ月前に設置する予告看板に記載します。

工事名

工事規制期間

作業時間帯

東海環状自動車道　養老インターチェンジ
本線橋他３橋（鋼上部工）工事
２月10日～ 21日（5日程度）
（荒天順延あり、土・日曜日は除く）

21時～翌５時

受注者

建設課　☎32-5081
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各種相談無料でできます
連絡先相談種類 相談日 時間

人権相談 13時～16時 健康福祉課
☎32－1105町老人福祉センター

行政相談
（行政への苦情などを受けます） 13時～16時 総務課

☎32－1101町老人福祉センター

心配ごと相談 13時～16時 町社会福祉協議会
☎34－3504町老人福祉センター

定期職業相談
13時30分～
15時30分 町福祉センター

☎32－1147
町福祉センター

場所

法律相談
（弁護士が相談を受けます）

要予約

２月19日（水）

２月４日（火）
３月11日（火）

２月３日（月）・17日（月）
３月３日（月）

２月７日(金)
３月７日(金)

２月12日（水）・19日（水）
３月12日（水）

２月12日（水）
３月12日（水）

２月20日（木） 13時～15時 町社会福祉協議会
☎34－3504町老人福祉センター

消費生活相談
（消費生活相談員が相談を受けます）

10時～12時
13時～15時

産業観光課
☎32－1108産業観光課

随時
メールでご相談ください(申込先メールアドレス：yoro@yorocon.com) 

マリサポメール相談室
（婚活相談会）

子ども課
☎32－5078

要予約

中小企業経営相談窓口
県よろず支援拠点による

都合により、予定が変更となる場合があります。

要予約ひきこもり相談
発達障がい支援相談

13時30分～15時
終了時間は変更す
る場合があります

健康福祉課
☎32－1105町中央公民館　第1会議室

養老町での相談窓口は終了し、OKBふれあい会館10階（☎058-277-1088）に変更となりました。

月に１回開催（第１金曜日のみ）となりました。

（
12
月
１
日
〜
31
日
受
付
分
、敬
称
略
）

期日までに忘れずに納めましょう

＊口座振替日は２月28日（金）です。

◆固定資産税　　　　　　　　　　　４期分
◆国民健康保険税　　　　　　　　 10期分
◆介護保険料　　　　　　　　　　　６期分
◆後期高齢者医療保険料　　　　　　８期分
◆水道使用料・下水道使用料・
　農業集落排水使用料・住宅使用料　２月分
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編　集　後　記
　令和５年１月に町公式ファンクラブ「ＹＯＲＯ　ＳＵＰＰ
ＯＲＴＥＲ　ＷＯＲＬＤ」が設立してから、今年で２周年を
迎えました。１周年記念では、認知度を上げるためにロゴ入
りエコバッグとマグネットを作り、ＳＵＰＰＯＲＴＥＲの皆
さまに使っていただくことで広告塔となっていただきました。
今年はキャッチフレーズである“だったら養老！”を身近なも
のとしていただくために、あなたの「“だったら養老”」募集
キャンペーンを実施します。皆さまからセンスあふれる、
エッジの効いた作品がたくさん出てくることと楽しみにして
います。 Ｍ・Ｏ
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人口の動き
令和6年12月31日現在　（　）内は前月比

町道広域営農団地６号線 夜間通行止め のお知らせ

　平素より公共工事に対し、ご理解とご協力をいただき、
誠にありがとうございます。
　東海環状自動車道の橋梁架設工事に伴い、下記のとおり
町道広域営農団地６号線の一部区間で夜間通行止めを行い
ます。
　近隣住民をはじめ、普段からこの道路を利用している皆
さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協
力をいただきますようお願いいたします。

通行規制対象道路を利用している皆さまへ

●夜間通行止めに関する問い合わせ先
中日本高速道路株式会社　名古屋支社　岐阜工事事務所
☎058-267-5127（９時～ 17時30分　土・日曜日、祝日を除く）

発注者

JFEエンジニアリング株式会社・三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社・日本車輌製造株式会社
共同企業体　☎47-8431（８時～ 17時　土・日曜日を除く）

※詳細日程は、通行止めの１カ月前に設置する予告看板に記載します。

工事名

工事規制期間

作業時間帯

東海環状自動車道　養老インターチェンジ
本線橋他３橋（鋼上部工）工事
２月10日～ 21日（5日程度）
（荒天順延あり、土・日曜日は除く）

21時～翌５時

受注者

建設課　☎32-5081
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乗って守ろう
養老鉄道

養老町の子育て支援アプリ

妊娠から出産、育児までを
フルサポート！養老町防災行政情報

■養老町防災アプリ

iPhone版 Android版

あんしん防災ネット
■養老町の防災情報メール配信

PC/スマホ版 フィーチャーフォン
（ガラケー）版 養老町の子育てサイト

子育てに関する情報が満載！
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　１月 12 日（日）に、町民会館にて「令和７年　養老町はたちの集い」が開催され、20 歳という人生におけるひとつの節目を迎
えた人たちの新たな門出を祝いました。今年も “養老町はたちの集い実行委員会” が、会場準備や受付、司会進行などを務めました。
代表者宣誓では、桐山賢祐さんと安田光汰さんが、これまで支えてくれた人たちへの感謝を述べるとともに、スペイン語で「さあ
行こう！」という意味がある「Vamos」を合言葉に、自分たちの未来を力強く切り拓いていく決意を表明しました。
　また、式典後には「恩師と語る会」が開催され、中学校３年生の時の同級生やお世話になった恩師と顔を合わせました。参加者は、
互いに近況を報告し合ったり、中学時代の思い出を振り返るなどして話を弾ませ、大いに盛り上がっていました。

令和７年 養老町はたちの集い令和７年 養老町はたちの集い ～Vamos ボクらの未来へさあ行こう！～～ Vamos ボクらの未来へさあ行こう！～

　12月19日（木）に笠郷小学校の５年生児童が、地域住民と農業者、西美濃農業協同組合職員などにより構成される笠郷地区環境保全対
策協議会の協力のもと、餅つき作業を体験しました。家庭においてはなかなか行われなくなった昔ながらの杵と臼を使った餅つきを行
い、児童はつき方を教わりながら「よいしょ」の掛け声に合わせて、おいしくなるように願いを込めて餅をつきました。きな粉で味付けさ
れた“つきたての餅”のおいしさに、児童たちははじける笑顔を浮かべていました。

“ついてる”年を
　　　　　祈願して
“ついてる”年を
　　　　　祈願して
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